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第Ⅰ部 墨田区こども計画の策定にあたって 

 

１ 墨田区こども計画策定の背景と趣旨 

 

本区では、平成 27年 3月に「すみだ子育ち・子育て応援宣言－墨田区次世代育成支援行動計

画 墨田区子ども・子育て支援事業計画－」を、令和 2 年 2 月にはこれを継承した「墨田区子

ども・子育て支援総合計画」を策定し、「子どもの最善の利益を優先するまち すみだ」を基本

理念として、こども・子育て支援施策を総合的に推進してきました。また、平成 31年 3月には、

「墨田区子ども・若者計画」を策定し、「全ての子ども・若者が、青年期に社会的自立を果たす

ことができる」を基本理念とし、全てのこども・若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営

むことができる社会の形成に向けたこども・若者育成支援施策を推進してきたところです。 

国は、令和 5 年 4 月にこども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的

な基本法としてこども基本法を施行するとともに、こども家庭庁を発足しました。それに伴い、

令和 5 年 12 月にこども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定める「こども大

綱」を策定し、全てのこども・若者が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人と

してひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、

ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウ

ェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」をめざしています。 

こうした状況を踏まえ、本区においては、誰一人取り残さないこども・子育て支援や、配慮

が必要なこどもや保護者への支援、こどもの居場所づくり等の喫緊の課題や、ＤＸやＳＤＧｓ

の推進等の社会情勢の変化に対応するため、「すみだ子ども・子育て応援プログラム」を令和 5

年 10月に策定し、新たに「こどもまんなかすみだ」の実現をめざすこととしました。常にこど

もをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭の意見・視点を意識しながら、笑顔あふれる、こど

もの最善の利益を優先するまち「こどもまんなかすみだ」をより一層推進するとともに、こど

もの大切な権利を明示した「（仮称）墨田区こども条例」（令和 7年 4月制定）を推進するため、

新たに「墨田区こども計画」を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、国のこども大綱及び都の子供・子育て支援総合計画等を勘案し、墨田区こども条

例の理念を推進するため、こども基本法に基づく区市町村こども計画として策定するものです。 

また、墨田区基本構想、墨田区基本計画及び墨田区教育施策大綱や、関連計画である墨田区

地域福祉計画及びすみだ健康づくり総合計画等との整合を図りながら、こども・子育て支援施

策及び若者施策を総合的かつ一体的に推進するものです。 

なお、本計画は、こども基本法に基づき、次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支

援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援総合計画」、並びに子ども・若者育成支援推進法に基

づく「墨田区子ども・若者計画」を一体化した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画の上位計画である「墨田区基本計画」において、政策や施策とＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の 17の目標との関係性を明確にし、

ＳＤＧｓの目標を踏まえて区政運営を推進していくとしていることから、本計画においてもこ

の方針に沿って、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」という考え方のもと、策定しています。 

 

関連するＳＤＧｓの目標 

 

 

  

墨田区基本構想

墨田区基本計画 墨田区教育施策大綱

個別計画

墨
田
区
地
域
福
祉
計
画

す
み
だ
健
康
づ
く
り
総
合
計
画

墨
田
区
自
殺
対
策
計
画

そ
の
他
各
種
計
画

墨
田
区
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

墨
田
区
子
ど
も
・
若
者
計
画

（関連計画）

連携・
整合性

【国】

 こども基本法・こども大綱

 子ども・子育て支援法

 次世代育成支援対策推進法

 子ども・若者育成支援推進法

 こどもの貧困の解消に向けた対策
の推進に関する法律

【東京都】

 東京都子供・子育て支援総合計画

 東京都子供・若者計画

 こども未来アクション

墨田区こども計画

勘案

勘案

推進

墨田区こども条例（仮称）墨田区こども条例 
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３ 計画期間 

 

本計画の期間は、令和 7(2025)年度から令和 11(2029)年度の 5年間とします。 

 

 

４ こどもの定義について 

 

本計画において、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」とし、法令等に根拠のある場

合等を除き、ひらがなで表記します。これは、こども基本法の考え方に基づき、年齢で必要な

サポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしてい

けるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な

社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指しています。 

 

 

５ 基本理念 

 

本計画の基本理念は、（仮称）墨田区こども条例に基づき、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本理念≫ 

➊ 全てのこどもについて、個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別を

受けないこと。 

❷ 全てのこどもについて、適切に育てられ、生活を保障され、愛されて保護され 

ること。 

❸ 全てのこどもについて、教育を受ける機会が公平に与えられること。 

❹ 全てのこどもについて、意見を言う機会や社会的活動に参画する機会が確保さ 

れること。 

❺ 全てのこどもについて、年齢と発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が考慮されること。 

❻ 子育てに夢を持ち、子育ての喜びを実感することができる社会環境を整備する

こと。 

❼ 地域社会全体でこどもの育ちを支えること。 

❽ こどもの声を聴き、こどもとの対話を大切にすること。 
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６ めざすべき姿 

 

 

 

 

こどもまんなかすみだとは、常にこどもをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭等の意見・

視点を意識しながら、笑顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまちの実現をめざすもの

です。 

こどもやこどもの育ちを家庭や地域社会で支え、こどもの権利やこどもとの対話を大切にす

ることで、人がつながる、こどもも大人も笑顔にあふれるまちをめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども

子育て家庭

地域社会

笑顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまち

こどもまんなかすみだの実現 
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７ 計画の構成 

 

本計画は 4部構成とします。 

第Ⅰ部では、計画の策定趣旨や基本理念、めざすべき姿など、本計画全体に関わる事項を示

します。 

第Ⅱ部及び第Ⅲ部では、めざすべき姿を具現化するための計画を示します。第Ⅱ部は、こど

もに関する基本目標を定めた「墨田区子ども・子育て支援総合計画」を、第Ⅲ部は、若者に関

する基本目標を定めた「墨田区若者計画」を示します。 

第Ⅳ部では、第Ⅱ部及び第Ⅲ部に関わる事業を、ライフステージごとに一覧として示します。 

 

■計画の全体構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

墨田区こども計画の策定にあたって

○墨田区こども計画策定の背景と趣旨
○計画の位置付け、計画期間
○「こども」と「若者」の定義
○基本理念、目指すべき姿
○計画の構成
○計画の推進

【基本理念】
＋

【目指すべき姿】
こどもまんなかすみだの実現

墨田区子ども・子育て支援総合計画 墨田区若者計画

○基本目標
○基本方針・方向性
○子ども・子育て支援事業計画

○基本目標
○基本方針・方向性

こども・若者、子育て家庭等を支える事業

第Ⅱ部「墨田区子ども・子育て支援総合計画」及び第Ⅲ部「墨田区若者計画」に関わる事業一
覧を掲載（ライフステージごとに明記）

【基本目標】
全てのこどもが希望にあふれ

健やかに育っている

【基本目標】
全ての若者が社会的自立を
果たすことができている

第Ⅰ部

第Ⅱ部 第Ⅲ部

第Ⅳ部

こどもの定義について 
めざすべき姿 【めざすべき姿】 
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８ 計画の推進 

 

（１）推進体制及び計画の進行管理 

本計画は、墨田区こどもまんなかすみだ推進本部において、計画全体の進行管理や評価を行

っていきます。第Ⅱ部「墨田区子ども・子育て支援総合計画」については、墨田区子ども・子育

て会議で、第Ⅲ部「墨田区若者計画」については、墨田区青少年問題協議会で、事業等の進捗

管理を行っていきます。 

また、本計画の推進にあたっては、こども・若者や子育て家庭等の意見聴取に努め、社会情

勢に応じた施策の推進を図っていきます。 

 

 

（２）関係機関・団体との連携推進 

区内の多様な関係機関・団体との連携や協働を推進することで、一層の施策の充実を図って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制

庁内組織

墨田区こどもまんなかすみだ
推進本部

墨田区こどもまんなかすみだ
推進本部幹事会

こども・若者、子育て家庭等の意見聴取

墨田区子ども・子育て会議

墨田区青少年問題協議会

毎年度の進捗状況・評価の公表

連携

連携

墨田区子ども・子育て支援
総合計画

墨田区若者計画

こども・若者、子育て家庭等に係る関係機関・団体

連携
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（３）評価指標 

計画の着実な推進を図ることを目的に、進捗状況を客観的に評価するための指標を設定し、

計画期間経過後（令和 11年度末）の目標値を定めます。評価指標は、計画全体と第Ⅱ部の「墨

田区子ども・子育て支援総合計画」及び第Ⅲ部の「墨田区若者計画」のそれぞれで設けるもの

とし、次のとおりとします。 

 

【こども計画全体の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

「『こどもの権利』がしっかりと守られている」と感じる割合 46.5% 60.0% 

『自分のことが好きだ』と感じる割合 67.6% 80.0% 

「墨田区のまちづくりや区役所の仕事について自分の意見や考えを言

うことができる」と感じる割合 
17.9% 50.0% 

 （※）墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査及び墨田区若者実態調査から設定 

 

【第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

子育ては「楽しいと感じることの方が多い」と思う割合 35.3% 70.0% 

区の子育て支援事業の認知度 - - 

 

こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業） 28.5% 35.0% 

育児相談、子育て相談、子育て講座 50.7% 75.0% 

すみだ安全・安心メール 54.2% 75.0% 

子育て支援総合センター 50.8% 80.0% 

「親同士のつながりと子育て力が育成されてきている」と感じる割合 37.2% 45.0% 

「幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している」

と感じる割合 
63.8% 75.0% 

学童クラブ待機児童数 84 人 0 人 

「子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している」と感じる割合 66.1% 80.0% 

「保護が必要な子どもとその家庭への支援が整っている」と感じる割合 44.9% 50.0% 

「子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家

庭への支援が整っている」と感じる割合 
46.1% 50.0% 

「子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある」と感じる割合 45.5% 50.0% 

「子どもの安全・安心を守るための環境が整備されている」と感じる割合 51.7% 60.0% 

「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりが推進されてい

る」と感じる割合 
33.0% 50.0% 

（※）墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査から設定 
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【第Ⅲ部 墨田区若者計画の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

「いろいろなことに積極的に挑戦することができる」と感じる割合 65.0% 70.0% 

朝食を毎日とる割合 43.8% 50.0% 

週に 1回以上運動・スポーツをしている割合（20代） 68.0% 75.0% 

自分の精神状態は健康であると思う割合 79.0% 85.0% 

地域活動に参加していない又は参加したくないと思う割合 40.3% 35.0% 

働いている割合（正規・非正規の被用者＋自営業・自由業） 81.0% 85.0% 

無職の割合 5.8% 4.0% 

収入、経済面に対する不安感の割合 44.1% 40.0% 

これまでの人生のなかで、自殺したい、またはそれに近いことを考えた

ことがある割合 
37.8% 30.0% 

悩み事を誰にも相談したいと思わない割合 73.7% 65.0% 

自分が知りたい区政情報を入手できている割合（20 代） 25.5% 30.0% 

地域住民やボランティア団体によるパトロールなどの地域の防犯活動

に参加したいと思う割合（20代） 
18.8% 25.0% 

 （※）墨田区若者実態調査から設定 
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第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画 

 

第１章 墨田区子ども・子育て支援総合計画について 

１ 墨田区子ども・子育て支援総合計画策定の趣旨 

 

国は、急速に進展する少子化に対応するため、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を、

また、こども及びこどもを養育している人に必要な支援を行い、もって一人ひとりのこどもが

健やかに成長することができる社会の実現を目的として、平成 24 年に「子ども・子育て支援法」

を制定し、総合的な少子化対策や、こどもが健やかに成長することができる社会の実現を進め

てきました。また、貧困の状況にあるこどもが健やかに育成される環境を整備するため、平成

26 年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行し、令和 6年 6月には、こども大綱を

踏まえ、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改正して、こどもの貧困対

策のより一層の推進を図っています。 

本区においては、平成 27年 3 月に次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支援法に基

づく「すみだ子育ち・子育て応援宣言」を、令和 2 年 2 月に「墨田区子ども・子育て支援総合

計画」を策定し、こども・子育て支援施策を総合的に推進してきました。 

近年、こどもを取り巻く課題は複雑・多様化し、児童虐待、いじめ・不登校等のほか、こども

の貧困やヤングケアラーなどの問題が深刻化するとともに、配慮が必要なこどもと子育て家庭

への支援や、子育て支援のサービスや利便性の向上、こどもの居場所の確保など、多岐にわた

るさまざまな課題への対応が求められています。 

こうした状況を踏まえ、全てのこどもが、希望にあふれ健やかに成長できるよう、「墨田区子

ども・子育て支援総合計画」を墨田区こども計画に包含し、より一層こどもや子育て家庭への

支援施策の推進を図っていきます。 
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２ 計画策定の体制 

 

■策定体制 

本計画の策定においては、学識経験者や区内のこども・子育てに関わる関係団体により構成

する「墨田区子ども・子育て会議」にて諮問し、審議してきました。 

墨田区子ども・子育て会議では、議題に応じて、構成者を「乳幼児部会」「学齢部会」に分け

て具体的な検討を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育て支援ニーズ調査 

本計画の策定にあたり、今後のこども・子育て支援施策を進める上での資料とするため、令

和 5 年 9 月に「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施しました（詳細は第 2 章 7 を参

照）。 

 

 

 

  

墨田区子ども・子育て会議

答申

 「墨田区子ども・子育て支援総合計画」
に関する審議

 諮問に対する答申

※議題に応じて2つの分科会を設け具体的に検討

乳幼児部会 学齢部会

区長

諮問
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第２章 墨田区におけるこども・子育てを取り巻く現状 

１ 児童数の推移 

 

（１）未就学児童 

平成 25 年以降の未就学児童の推移をみると、平成 31 年に 12,855 人でピークを迎え、その後

減少傾向に転じ、令和 6年には 11,083 人になっています。 

0 歳、1〜2歳人口は、平成 30年のピークから令和 6年までに 20％弱減少しています。 

 

【未就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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（２）就学児童 

平成 25 年以降の就学児童の推移をみると、全体で微増傾向が続いています。 

6～8 歳の低学年は、平成 30 年を除いて増加傾向にあります。9～11 歳の高学年は平成 27 年

まで減少傾向にありましたが、平成 28年以降は令和 2年度を除いて増加傾向にあります。 

 

【就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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5,118 5,007 4,973 5,032 5,092 5,217 5,232 5,310 5,270 5,284 5,331 5,426

10,139 10,148 10,231 10,334 10,456 10,568 10,625 10,750 10,763 10,858 10,962 11,063

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平
成

25
年

平
成

26
年

平
成

27
年

平
成

28
年

平
成

29
年

平
成

30
年

平
成

31
年

令
和

2年

令
和

3年

令
和

4年

令
和

5年

令
和

6年

6～8歳（低学年） 9～11歳（高学年）

（人）



Ⅱ-5 

２ 出生数と合計特殊出生率 

 

（１）出生数 

平成 24 年以降、概ね増加傾向が続き、平成 29 年は近年で最も多い 2,502 人となりました。

その後減少傾向に転じ、令和 4年には 2,113 人となっています。 

 

【出生数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、全国と比べると低い数値となっています。東京都と比べると、令和元年

までは概ね高い水準にありましたが、令和 2〜3 年には同程度、令和 4 年には 1.00 と東京都を

下回りました。 

 

【合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局「人口動態統計」 
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３ 就業率 

 

就業率を墨田区、東京都、全国で比較すると、男性はおおむね全国を下回っていますが、ほ

ぼ東京都と同じような数値となっています。女性は、全体として緩やかなＭ字型の状況にあり、

おおむね東京都と全国の中間の数値となっていますが、60歳以降では全国と同程度もしくは上

回っています。 

 

【男性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2年国勢調査 
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４ 教育・保育施設の現状 

 

（１）幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）の定員・利用者数・施設数の推移 

幼稚園は、令和 5年度以降の施設数は 14 園で推移し、ここ数年の定員数は横ばいとなってい

ますが、利用者数は減少傾向にあります。 

 

【幼稚園の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 5月 1日現在） 

資料：墨田区 

 

（２）保育所(幼保連携型認定こども園含む)の定員・利用者数・施設数の推移 

保育所の定員、利用者数、施設数は、増加傾向にありましたが、ここ数年は横ばいとなって

います。 

【保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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（３）認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移 

認証保育所の施設数は認可保育所への移行等に伴い減少し、ここ数年は横ばいとなっていま

す。施設数の減少に伴い定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4月 1日現在） 

資料：墨田区 

 

（４）その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移 

平成 30 年度から施設数、定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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５ 保育施設の待機児童数 

 

（１）認可保育施設の申込み者数の推移 

認可保育施設の申込み者数は、令和 3 年度の 7,333 人をピークに、微減傾向となり、令和 6

年度は 7,117 人となっています。 

 

【認可保育施設の申込み者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 

（２）待機児童数の推移 

待機児童は平成27年度以降増加傾向にありましたが、平成31年度には大きく減少しました。

令和 2年度以降も減少傾向にあり、区内の待機児童は解消に近づいています。 

 

【待機児童数の推移】 
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資料：墨田区 
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（３）地域別の待機児童数の推移 

待機児童を南北別でみると、北部の待機児童は解消し、南部の待機児童も解消に近づいてい

ます。 

 

【地域別の待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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６ 学童クラブの状況 

 

（１）学童クラブの在籍数の推移 

学童クラブの在籍数は、増加傾向にあり、令和 6年度には 3,078 人となっています。 

【学童クラブの在籍数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 

（２）学童クラブの待機児童数と箇所数の推移 

学童クラブの箇所数は徐々に増加し、令和 6年度には 74 か所となっています。令和 5年度に

施設数が大幅に増加したことにより、待機児童は減少しましたが、解消には至っておらず令和

6 年度には 84人となっています。 

【学童クラブの待機児童数と箇所数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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７ 子育て家庭の状況 

 

（１）家族類型 

乳幼児の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 75.7%で前回調査の 61.4%から 14.3 ポイント

増加し、「非共働き世帯」が 17.4%と前回調査の 30.6%から 13.2 ポイント減少となり、乳幼児の

家庭類型における共働き世帯の増加がさらに顕著になっています。 

小学生の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 69.8%で前回調査の 60.9%から微増し、「非共

働き世帯」が 17.7%と前回調査の 20.9%からやや減少しています。 

 

【各世帯の家族類型】 

 

≪乳幼児調査≫              ≪小学生調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

 

 

  

ひとり親家庭

3.9%

共働き世帯

75.7%

非共働き

世帯

17.4%

無回答 3.0%

n=1,367

ひとり親家庭

8.5%

共働き世帯

69.8%

非共働き

世帯

17.7%

無回答 4.0%

n=963
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（２）母親の就労状況 

乳幼児の母親の現在の就労状況は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 39.2%

と最も多く、前回調査の 34.3%から 4.9 ポイント増加しました。次いで「フルタイム(産休・育

休・介護休業中)」が 25.4%、「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 17.5%などとなっ

ています。 

小学生の母親は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 43.9%と最も多く、次

いで「パート・アルバイト等(産休・育休・介護休業中ではない)」が 35.0%、「以前は働いてい

たが、現在は働いていない」が 17.2%などとなっています。 

乳幼児の母親も小学生の母親も、フルタイムで働いている母親の割合はそれぞれ前回調査か

ら増加しており、総じて働いている母親の割合が増加している状況です。 

 

【母親の就労状況】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

  

フルタイム（産休・

育休・介護休業中

ではない）

39.2%

フルタイム

（産休・育休・

介護休業中）

25.4%パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休

業中ではない）

15.4%

パート・アルバイト

等（産休・育休・

介護休業中）

1.8%

以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない

17.5%

これまで

働いたことはない

0.4%
無回答

0.3%

n=1,367

フルタイム（産休・

育休・介護休業中

ではない）

43.9%

フルタイム

（産休・育休・

介護休業中）

1.1%

パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休

業中ではない）

35.0%

パート・アル

バイト等（産

休・育休・介

護休業中）

0.4%

以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない

17.2%

これまで働いた

ことはない

2.2%

無回答

0.2%

n=963
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（３）保護者の子育てに対する意識 

乳幼児の保護者は、子育てについて「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」と

の回答が 49.7%で最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 40.9%、「心配するこ

との方が多い」が 7.8%などとなっています。 

小学生の保護者は、「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」との回答が 53.5%で

最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 29.7%、「心配することの方が多い」が

14.4%などとなっています。 

乳幼児の保護者、小学生の保護者ともに前回と同様の傾向が見られます。 

 

【保護者の子育てに対する意識】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

  

楽しいと感じる

ことが多い

40.9%楽しいと

感じることと心

配することが

同じくらい

49.7%

心配する

ことの方が

多い

7.8%

分からない

1.1%

無回答

0.4%

n=1,367

楽しいと感じる

ことが多い

29.7%

楽しいと

感じることと

心配すること

が同じくらい

53.5%

心配する

ことの方が

多い

14.4%

分からない

2.2%

無回答

0.2%

n=963
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（４）乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の乳幼児期の子育て環境について、そう思う割合(「とてもそう思う」と「まあそう思

う」の合計)が高かったのは、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している(69.0%)、

⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している(64.3%)、⑤子育て支援サ

ービスが充実している、(62.5%)、③子どもの心とからだの健康づくりが充実している(60.8%)

などとなっています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

  

（n=1,367）　　

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

12.1%

8.9%

9.6%

8.5%

13.5%

15.2%

6.2%

6.4%

4.5%

6.6%

5.0%

6.9%

4.5%

4.8%

6.9%

4.8%

9.9%

7.2%

56.9%

50.3%

51.2%

44.7%

49.0%

49.1%

44.0%

42.8%

41.8%

40.7%

33.1%

37.5%

21.5%

29.0%

44.8%

30.6%

44.1%

41.7%

26.2%

35.2%

33.2%

39.6%

30.1%

26.3%

37.0%

37.5%

40.4%

39.2%

49.2%

41.6%

50.2%

46.6%

36.1%

47.0%

33.7%

38.8%

3.2%

3.9%

4.2%

5.3%

5.5%

7.8%

6.8%

8.1%

7.6%

8.9%

10.4%

11.9%

21.2%

17.3%

10.1%

15.4%

10.4%

10.4%

1.5%

1.8%

1.8%

1.8%

1.9%

1.7%

6.0%

5.3%

5.7%

4.6%

2.3%

2.1%

2.6%

2.2%

2.1%

2.2%

1.9%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 35.0%と最も多く、次いで「幼稚園・保育所・認定こども園等の教

育・保育事業が充実している」が 33.9％、「子育て支援サービスが充実している」32.7％などと

続いています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

  

（n=1,367）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て支援サービスが充実している

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

親と子の健康づくりが充実している

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

ひとり親家庭等への支援が整っている

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

35.0%

33.9%

32.7%

28.7%

26.4%

19.2%

16.5%

16.1%

15.5%

13.8%

7.9%

7.3%

6.9%

6.9%

5.6%

5.2%

3.2%

2.5%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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（５）小学生の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の小学生の子育て環境について、そう思う割合（「とてもそう思う」と「まあそう思う」

の合計）が高かったのは、⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実してい

る（63.3%）、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している（63.1%）、⑤子育て支援サ

ービスが充実している（55.0%）、②子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が整備さ

れている（54.8%）、などとなっています。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

 

  

（n=963)

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

8.3%

6.4%

6.6%

4.9%

7.3%

12.5%

6.1%

5.3%

3.7%

4.4%

4.3%

6.9%

3.1%

3.1%

5.5%

2.8%

5.4%

4.3%

54.8%

48.4%

46.8%

36.8%

47.7%

50.8%

43.6%

47.1%

39.8%

40.4%

32.0%

39.6%

23.2%

26.9%

46.1%

27.8%

42.3%

38.8%

31.7%

39.5%

39.9%

51.3%

37.7%

29.9%

37.8%

35.7%

44.4%

42.2%

51.1%

41.7%

51.6%

51.9%

39.8%

51.5%

40.3%

43.9%

4.3%

4.9%

5.6%

6.1%

6.5%

5.9%

7.8%

8.0%

7.3%

9.4%

10.4%

10.2%

19.5%

15.4%

7.4%

15.8%

10.9%

11.2%

0.9%

0.8%

1.0%

0.9%

0.8%

0.9%

4.7%

3.8%

4.8%

3.6%

2.3%

1.7%

2.6%

2.7%

1.2%

2.1%

1.1%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 38.7%と最も多く、次いで「子どもの安全・安心を守るための環境

が整備されている」が 29.6%、「子育て支援サービスが充実している」が 29.5%などと続いてい

ます。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3月) 

  

（n=963）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子育て支援サービスが充実している

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

ひとり親家庭等への支援が整っている

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

親と子の健康づくりが充実している

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

38.7%

29.6%

29.5%

29.1%

24.0%

21.1%

20.0%

16.4%

13.2%

12.4%

11.3%

9.6%

7.9%

5.7%

5.4%

5.3%

4.2%

3.8%

1.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
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８ こどもの貧困の状況 

 

（１）全国の相対的貧困率 

「相対的貧困率」は、国民一人あたりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値の半分に満

たない人の割合を言います。令和 3年の相対的貧困率は、15.4％で、うち 17 歳以下のこどもの

貧困率は、11.5％となっています。 

また、18 歳未満のこどもがいる現役世帯（世帯主が 18歳以上 65歳未満）の相対的貧困率を

みると、令和 3年は 10.6％となっています。そのうち、大人が 2人以上いる世帯は、8.6％であ

るのに対し、大人 1人の世帯では 44.5％と約半数を占めており、ひとり親世帯の相対的貧困率

が高いことがうかがえます。 

諸外国との比較では、ＯＥＣＤ加盟の 38 か国中、データが公表されている加盟国の中で、相

対的貧困率は 8 番目に高く、ひとり親世帯の相対的貧困率については、5 番目に高くなってい

ます。 

 

【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 
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【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 

 

【貧困率の国際比較】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:こども家庭庁「第 1回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」資料より引用 
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（２）東京都の生活困難度  

「生活困難度」は、こどもの生活における生活困難を「低所得（等価世帯所得が 142.9 万円

未満）」、「こどもの体験や所有物の欠如（海水浴、旅行、本、勉強部屋等）」、「家計の逼迫」の 3

つの要素から捉え、2 つ以上に該当する場合に「困窮層」、1 つ該当する場合に「周辺層」と分

類します。小学 5 年生については困窮層 5.1%、周辺層 11.2％、中学 2 年生については困窮層

6.5%、周辺層 15.0％、16～17 歳については困窮層 7.2%、周辺層 14.5％となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都の各年齢層における生活困難層の状況】 

 小学 5年生 中学 2年生 16～17 歳 

生活困難層（困窮層＋周辺層） 16.3％ 21.5％ 21.7％ 

 困窮層（2つ以上に該当） 5.1％ 6.5％ 7.2％ 

 周辺層（いずれか 1つ該当） 11.2％ 15.0％ 14.5％ 

資料：令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査 

 

 

 

  

低所得

こどもの体
験や所有物
の欠如

家計の

逼迫
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９ こどもの人口の将来推計 

 

 

【こどもの人口の将来推計】 

年齢 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳 2,101 2,271 2,351 2,429 2,502 

1 歳 1,922 1,958 2,113 2,184 2,253 

2 歳 1,761 1,814 1,845 1,989 2,053 

3 歳 1,632 1,672 1,720 1,748 1,882 

4 歳 1,668 1,583 1,620 1,666 1,691 

5 歳 1,771 1,636 1,553 1,588 1,632 

0～5 歳・小計 10,855 10,934 11,202 11,604 12,013 

6 歳 1,802 1,711 1,579 1,497 1,531 

7 歳 1,826 1,779 1,689 1,558 1,477 

8 歳 1,855 1,816 1,768 1,679 1,549 

9 歳 1,896 1,848 1,808 1,761 1,672 

10 歳 1,802 1,887 1,839 1,800 1,752 

11 歳 1,783 1,801 1,886 1,838 1,798 

6～11 歳・小計 10,964 10,842 10,569 10,133 9,779 

合 計 21,819 21,776 21,771 21,737 21,792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

資料：墨田区 
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第３章 基本目標と基本方針 

１ 基本目標 

 

墨田区子ども・子育て支援総合計画は、墨田区こども計画の基本理念のもと、めざすべき姿

「こどもまんなかすみだの実現」に向けて、こども大綱を踏まえ、基本目標を以下のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本目標≫ 

全てのこどもが希望にあふれ 

健やかに育っている 
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２ 基本方針 

 

基本目標「全てのこどもが希望にあふれ健やかに育っている」社会の実現に向けて、6つの基

本方針を掲げ、こども・子育て支援施策を展開していきます。 

 

 

 

 

［方向性］ 

（１）妊娠・出産期における支援の充実 

○出産準備期の支援 

○妊娠期から乳幼児期の支援 

（２）こどもと親の健康づくりの促進 

○母子の健診・予防接種 

○医療を安心して受けられる仕組み 

○食育 

○健康づくり 

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

○親子の交流・情報交換の場づくり 

○相談できる場の提供 

○親のリフレッシュや不安解消 

 

 

 

［方向性］ 

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

○保育の質の向上及び保育士等の人材確保・育成・定着 

○乳幼児期における教育・保育の環境づくり 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

○さまざま状況への保育サポート 

○病気や緊急時の保育サービス 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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［方向性］ 

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

○児童館・学童クラブの整備 

○こどもの居場所づくり 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

○学び・体験の機会づくり 

○読書活動による豊かな心の育成 

○スポーツによる心身の育成 

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

○多様な学習プログラムによる学校教育の充実 

○情報教育とデジタル化への環境整備 

○環境に対する教育の充実 

○防災に関する教育の充実 

○こころを育む教育の充実 

○学校教育の環境向上 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

○こどもの自立に向けた取組 

 

 

 

［方向性］ 

（１）ひとり親家庭等への支援 

○相談の場・機会づくり 

○経済的負担の軽減 

○自立のための支援施設 

○自立・教育の支援 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

○療育の充実          

○療育等における経済的支援 

○教育的ニーズに応じた環境づくり 

（３）こどもの貧困対策と支援 

○こどもの貧困に対する取組 

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

○いじめ・不登校への取組 ○外国籍児童への支援 

○児童虐待防止  ○経済的負担への支援 

○ヤングケアラーへの支援 ○相談支援 

○医療的ケア児への支援 ○多様性への取組 

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 
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［方向性］ 

（１）地域の子育て力の育成と協働 

○子育てに関するネットワークづくり 

○子ども会や少年団体の育成 

○高齢者との関わりによる育成の機会 

○生涯学習やボランティア活動への支援 

○学校や地域・関係機関による青少年の健全育成 

（２）企業等の子育て力との協働 

○企業等との関わりづくり 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

○防犯・交通安全 

○犯罪対策 

○安全安心に関する情報発信 

 

 

 

［方向性］ 

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

○働き方に関する取組 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

○こどもを連れて出かけやすいまちづくり 

○子育てしやすい住宅環境の整備 

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

○多様な手法による情報発信 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１

妊娠・出産期から子育て
における支援を充実させ
ます

基本方針２
乳幼児期における教育・
保育の質とサービスの向
上を図ります

基本方針３

こどもが自分らしく心豊
かに育つことができる環
境をつくります

全
て
の
こ
ど
も
が
希
望
に
あ
ふ
れ
健
や
か
に
育
っ
て
い
る

基本目標 基本方針 取組の方向性

（１）妊娠・出産期における支援の充実

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり

（２）こどもと親の健康づくりの促進

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上

（２）多様なニーズに対応した保育の充実

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進

（１）ひとり親家庭等への支援

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援

（３）こどもの貧困対策と支援

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援

基本方針４

配慮が必要な子どもや家
庭への支援を強化します

基本方針５

地域でこどもの育ちを支
える取組を促進します

基本方針６

子育てしやすい環境づく
りを推進します

（１）地域の子育て力の育成と協働

（２）企業等の子育て力との協働

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進

配慮が必要なこどもや家

庭への支援を強化します 
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第４章 基本目標の実現に向けた取組 

 

基本方針１ 妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 

 

 

現状と課題 

 

○ 本区における 0 歳から 11 歳までの人口の将来推計は、横ばいの見通しとなっていますが、

全国的には少子化が進行し、その要因の一つに育児に対する経済的負担が挙げられています。

また、妊娠・出産期においては、精神的な面でも母親やパートナーにかかる負担が大きく、

特に、産後の育児疲れや孤立化なども大きな課題となっています。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、希望するこどもの数より実際のこどもの数が

少ない理由として、育児の経済的負担(79.2％)、将来の教育費の負担(70.8％)などが多く挙

げられています。 

そのため、妊娠・出産期、さらには産後におけるさまざまな不安や悩みに対して適切に対

応していくことが求められます。 

 

○ 母子保健はこどもの健やかな成長の基盤であり、食育や適切な生活習慣、健康づくりは特

に重要な取組となります。本区の乳幼児健診の受診率は高い水準で推移していることから、

引き続き母子や乳幼児の健診を推進し、こどもと親の健康づくりを支えていくことが求めら

れます。 

 

○ 子育てにおいて、母親やパートナーにかかる負担は大きく、とくに出産直後から数か月の

授乳や育児による睡眠不足、体調不良や疲労が大きな精神的・体力的負担となり、その後は

家事と育児の両立に追われるケースも少なくありません。精神的・体力的不安により、外出

の機会や交流の機会が少なくなり、孤立・孤独を感じる方も多くいます。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育てにおける孤立感は約半数が感じている

状況となっています。特に、在宅子育ての不安感や孤立感を和らげるために必要なこととし

て、こどもを預けられる場(48.6％)や家事・育児のサポート(39.1％)などのニーズが高くな

っています。 

そのため、さまざまな状況に応じた不安や悩みを解消できるよう、適切な情報提供や相談、

サポート支援とともに、孤立化させないための交流や相談場所の設置など、ニーズに対応し

た適切で切れ目ない子育て支援のサービスの充実が求められています。 

  

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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（１）妊娠・出産期における支援の充実 

・出産を控えた妊婦とそのパートナーに向けた、妊娠・出産・育児に関する情報提供や実習、

参加者同士の交流の場を図ります。 

・産後の身体的回復と精神的負担の軽減を促進し、安心して子育てができるよう支援します。 

・全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、継続的な相談支援と経済的支援を図り

ます。 

 

【計画事業】 

≪出産準備期の支援≫ 

◇出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業）［事業番号 1］ 

◇親子健康手帳（母子健康手帳）の交付［事業番号 2］ 

◇入院助産事業［事業番号 3］ 

◇出産準備クラス・パパのための出産準備クラス［事業番号 4］ 

◇妊産婦訪問指導事業［事業番号 8］ 

≪妊娠期から乳幼児期の支援≫ 

◇国民健康保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 5］ 

◇国民年金保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 6］ 

◇乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）［事業番号 7］ 

◇家事・育児サポーター事業［事業番号 9］ 

◇（仮称）妊婦のための支援給付交付金事業［事業番号 10］ 

◇周産期保健医療ネットワークシステムの運営［事業番号 11］ 

◇出産・子育て応援事業（バースデーサポート）［事業番号 76］ 

◇産後ケア事業［事業番号 77］ 
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（２）こどもと親の健康づくりの促進 

・出産後のこどもの発育・栄養・生活環境等の育児指導の機会を設け、育児不安の解消、虐

待の未然防止・早期発見を図ります。 

・妊産婦やパートナー、新生児・幼児への適切な時期ごとの健診や歯科検診、予防接種など

を行い、アレルギーや疾病の早期発見や予防といったこどもの健やかな育成に係る支援を

行います。 

・こどもの食育や健康・体力向上への取組の推進とともに、こどもの年齢に合わせて、喫煙

や飲酒、薬物、性教育などについての学習機会の確保や正しい理解の普及啓発を図ります。 

 

【計画事業】 

≪母子の健診・予防接種≫ 

◇母子健康診査［事業番号 13］ 

◇母子歯科健康診査［事業番号 14］ 

◇歯科衛生相談運営［事業番号 82］ 

◇乳幼児健康診査（3～4 か月児、6～7 か月児、9～10 か月児、1 歳半児、3 歳児）、

乳幼児経過観察健診、アレルギー健診［事業番号 83］ 

◇アレルギー健診事業［事業番号 84］ 

◇こどもの予防接種［事業番号 117］ 

≪医療を安心して受けられる仕組み≫ 

◇小児医療体制の充実・確保［事業番号 23］ 

◇こども医療費助成［事業番号 118］ 

≪食育≫ 

◇食育の推進［事業番号 37］ 

◇食育推進事業［事業番号 38］ 

◇栄養指導［事業番号 39］ 

◇栄養価の高い学校給食の提供［事業番号 191］ 

≪健康づくり≫ 

◇健康づくりのための普及啓発［事業番号 40］ 

◇区立スポーツ施設整備運営事業［事業番号 41］ 

◇スポーツ推進委員の活動［事業番号 143］ 

◇ぜんそく児のための環境保健事業(機能訓練事業）［事業番号 165］ 

◇健康と体力向上の推進［事業番号 190］ 

◇喫煙、飲酒、薬物乱用等への対策［事業番号 226］ 

◇エイズ及び性感染症等に関する性教育［事業番号 227］ 

◇健康診査［事業番号 265］ 
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（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

・子育て中の親子同士での交流・情報交換の機会の提供や子育てに関する講座などを実施し、

孤立の防止、育児不安の解消を図ります。 

・地域のなかで安心して育児ができる環境を整えます。また、子育てに関わる地域の団体を

対象に講習会を実施するなど、地域における教育力・相談力の向上に取り組みます。 

・育児疲れや疾病、事故等により一時的にこどもの養育が困難になった場合に、サポートが

できる支援の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪親子の交流・情報交換の場づくり≫ 

◇両国・文花子育てひろばの運営［事業番号 16］ 

◇児童館における地域子育て支援拠点事業［事業番号 17］ 

◇民間事業者による地域子育て支援拠点事業［事業番号 18］ 

◇利用者支援事業［事業番号 24］ 

◇家庭と地域の教育力充実事業［事業番号 42］ 

◇育児学級・育児講演会［事業番号 78］ 

◇保育園における地域子育て支援［事業番号 85］ 

◇幼稚園の園庭開放［事業番号 86］ 

◇社会福祉会館における乳幼児事業［事業番号 87］ 

≪相談できる場の提供≫ 

◇保育コンシェルジュ［事業番号 15］ 

◇子育て安心ステーション事業［事業番号 88］ 

◇乳幼児子育て相談［事業番号 89］ 

◇いっしょに保育［事業番号 90］ 

◇育児相談［事業番号 91］ 

≪親のリフレッシュや不安解消≫ 

◇一時預かり事業［事業番号 92］ 

◇子育てママ対象講座［事業番号 93］ 

◇ショートステイ［事業番号 115］ 

◇児童養育家庭ホームヘルプサービス［事業番号 116］ 
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基本方針２ 乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 

 

 

現状と課題 

 

○ 本区の認可保育施設は、施設数の増加に伴い利用定員の充足が図られたことにより、近年

の利用者数は横ばいの状況であり、待機児童数も概ね解消されつつあります。一方、幼稚園

では、定員数が確保されているものの、利用者数は減少傾向にあります。 

 

○ 墨田区子ども・子育て会議において、乳幼児に対する教育・保育の重要性が議論されてお

り、特に教育・保育の質の向上が重要な課題として答申に示されています。その背景として

保育士不足等の問題があることから、子育て施設における適切な人員の確保や配置、加えて、

職員への積極的な研修等の機会を通じた資質向上と定着が求められています。 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、就労していない乳幼児の母親の 73.8％は就労

の意思があり、保育環境の整備においては、多様な就労形態やニーズに対応した取組が求め

られます。 

また、共働き世帯の割合が増加しており、それぞれの働く環境に合わせた多様なニーズに

対応し、サービスの充実を図っていく必要があります。特に、こどもが病気になった際の病

児・病後児保育や一時保育はニーズが高い状況です。 

このように、保護者の就労形態やニーズの多様化に対応した保育サービスの充実が求めら

れています。 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 
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（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

・こどもへの質の高い安全安心な保育環境の確保を図るため、そのための人材確保や研修な

どを通じた人材の育成と定着、施設整備に関する支援や、施設運営に関する指導の助言を

行います。 

 

【計画事業】 

≪保育の質の向上及び保育士等の人材確保・育成・定着≫ 

◇特定教育・保育施設等への指導検査［事業番号 94］ 

◇保育士の確保事業［事業番号 95］ 

◇保育施設における質の向上のための取組［事業番号 96］ 

◇保育施設の福祉サービス第三者評価の受審推進［事業番号 97］ 

≪乳幼児期における教育・保育の環境づくり≫ 

◇小規模保育事業・家庭的保育事業［事業番号 79］ 

◇既存保育所の認定こども園への移行［事業番号 98］ 

◇区立保育園への民間活力導入事業［事業番号 99］ 

◇私立保育所等整備助成事業［事業番号 100］ 

◇幼児教育の推進［事業番号 151］ 

◇幼保小中一貫教育推進事業［事業番号 156］ 

 

 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

・さまざまなニーズに合わせ、どんなときも安心して子育てできる環境の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪さまざまな状況への保育サポート≫ 

◇定期利用保育事業［事業番号 80］ 

◇延長保育［事業番号 101］ 

◇スポット延長保育［事業番号 102］ 

◇休日保育［事業番号 103］ 

◇年末保育［事業番号 104］ 

◇私立幼稚園等の預かり保育［事業番号 152］ 

≪病気や緊急時の保育サービス≫ 

 ◇緊急一時保育［事業番号 105］ 

◇病児保育事業［事業番号 112］ 

◇すみだ子育て支援ネット「はぐ」［事業番号 113］ 
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基本方針３ こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 

 

 

現状と課題 

 

○ 現在、本区には児童館 12 館（分館を含む）、コミュニティ会館児童室 3 室があり、放課後

等のこどもの居場所になっています。令和 5年 12 月から児童館等の来館・退館受付システム

「すみチル」を導入し、令和 6 年 4 月には、墨田区内で初となる地域交流機能（地域活動施

設）を持った児童館として八広児童館（愛称：ぽかぽか）をリニューアルオープンしました。

より身近で、利用しやすい児童館づくりを進めています。 

一方、令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、自分の時間を過ごす場所と

して、小学生(4～6 年生)で 34.0％、中学生で 19.5％、高校生等で 20.1％が「児童館や図書

館」を挙げています。加えて、児童館に求めるものとして、スポーツや同世代と話ができる

場を多くの小学生が挙げています。 

こどもの健全育成や豊かな育ちにおいては、こどもが自分らしくいることができる居場所

が重要であり、児童館をはじめ、こどもの居場所づくりの充実が求められています。 

 

○ 学童クラブにおいては、年々登録数が増加しており、令和 5年度には施設数の増加に伴い、

学童クラブの待機児童数は激減したものの解消には至っていない状況です。今後も、保護者

の共働きの増加に伴い、こどもの放課後における居場所のニーズは高まることが予想される

ため、ニーズに対応した整備が求められています。 

また、いわゆる「小 1 の壁」については、墨田区子ども・子育て会議においても課題とし

て挙げられており、対策の一つとして就学前から学齢期への移行に向けた切れ目ない支援と

して学童クラブの量の確保が求められています。 

 

○ 墨田区で生まれ育つこどもが、次代の担い手として成長するためには、青少年の健全な育

成も大切です。そのためには、多様な体験や交流、読書、スポーツなど、小学生や中学生、高

校生等に対する育ちの場と機会を創出し、自立した大人へ成長できる支援も必要となります。 

 

○ こどもの生きる力を高めていく基盤としては学校教育が重要です。「すみだ教育指針（墨田

区教育振興基本計画）」に基づき、こどもたちが｢挑戦する力｣｢つながる力｣｢役立つ力」を身

につけることをめざし、より質の高い学校教育を推進するための仕組みづくりと、一人ひと

りのこどもに応じた教育の展開が必要となります。そのため、国際教育や環境教育、防災学

習、人権教育などを積極的に展開するとともに、新たに、リプロダクティブヘルス（※）を進め

ることが求められています。加えて、これら学校教育の向上を図るための環境づくりや教職

員等の資質向上も必要となっています。 

 

（※）リプロダクティブヘルス：性やこどもを産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思

が尊重され、自分らしく生きられること。  

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 
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（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

・こどもの居場所や交流の場を整備し、充実させることで、他者との関わりのなかで育まれ

る心の成長を促します。 

・こどもの健全育成を目的に、異年齢のこども同士や親子の交流を深める場の提供と子育て

支援を図ります。 

・労働などにより、保護者が昼間にこどもを家庭で育成できない場合の適切な遊び・生活の

場、放課後の居場所づくりを図ります。 

・こどもが地域社会のなかで心豊かに健やかに育まれる環境づくりをめざし、安全安心な居

場所や相談できる場の提供、交流活動の機会を提供できるよう取り組みます。 

 

【計画事業】 

≪児童館・学童クラブの整備≫ 

◇児童館事業［事業番号 119］ 

◇児童館の改修［事業番号 120］ 

◇コミュニティ会館事業［事業番号 121］ 

◇学童クラブ事業［事業番号 175］ 

≪こどもの居場所づくり≫ 

◇こどもの居場所ネットワークづくり［事業番号 43］ 

◇ひきこもり支援推進事業［事業番号 44］ 

◇社会福祉会館事業［事業番号 122］ 

◇放課後子ども教室推進事業［事業番号 176］ 

◇子ども第三の居場所事業［事業番号 228］ 

 

 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

・自然とふれあう体験や農業体験などを通じて、環境に対する意識の向上や社会奉仕の心を

育む機会の充実を図ります。 

・スポーツや音楽、ボランティアを通じて、個々の心の豊かさを育むとともに、仲間づくり、

集団活動での協調性・リーダーシップを養い、こどもたちの健全育成に取り組みます。ま

た、さまざまな体験の場を提供し、地域交流や社会問題への関心を深め、自主性や積極性

を育みます。 

・こどもが自主的に学習できる場の提供や、読書の機会を充実させ、生涯にわたる学ぶ力を

育み、より豊かな人生を送れるように取り組みます。 

・模擬区議会の体験や区の活動に参加できる機会を充実させ、すみだの未来を担うこどもた

ちの郷土に対する関心や愛着心などの向上を図ります。 
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【計画事業】 

≪学び・体験の機会づくり≫ 

◇すみだまつり・こどもまつり［事業番号 48］ 

◇自然環境学習［事業番号 155］ 

◇ものづくりフェア［事業番号 157］ 

◇わんぱく天国［事業番号 166］ 

◇環境体験学習［事業番号 167］ 

◇起震車による地震体験［事業番号 172］ 

◇クリーンキャンペーン［事業番号 173］ 

◇サブ・リーダー講習会［事業番号 177］ 

◇夏休み自然体験教室［事業番号 178］ 

◇生産体験活動［事業番号 194］ 

◇被保護学童・生徒に対する修学旅行支度金［事業番号 195］ 

◇児童・生徒向けボランティアスクール［事業番号 229］ 

◇すみだ少年少女合唱団［事業番号 230］ 

◇児童館における定期学習会の実施［事業番号 231］ 

◇夏体験ボランティア事業［事業番号 242］ 

◇中学生区議会［事業番号 254］ 

◇音楽活動［事業番号 259］ 

≪読書活動による豊かな心の育成≫ 

◇子ども読書活動の推進（地域での読書活動の推進/区立図書館での児童・生徒向け 

 サービスの充実/家庭における読書活動の啓発）［事業番号 25］ 

◇子ども読書活動の推進（学校図書館の充実/学校と図書館の連携強化/ほうかご図

書室）［事業番号 193］ 

≪スポーツによる心身の育成≫ 

◇スポーツ振興事業［事業番号 45］ 

◇区民健康スポーツデー［事業番号 46］ 

◇総合型地域スポーツクラブ自立支援［事業番号 47］ 

◇各種スポーツ活動［事業番号 192］ 
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（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

・こどもが安全安心な学校生活を送りながら、生活習慣を形成し、確かな学力を身に着ける

ことができる学校教育を推進します。 

・こどもたちが主体となり問題を解決する能力や組織で取り組む能力を向上させる機会を設

け、自身で考え判断し、表現する力を育みます。 

・具体的には、英語に慣れ親しむ機会や地域の伝統文化に触れる機会など、言語や文化に触

れる教育の充実を図るとともに、ＩＣＴ化の推進やＳＮＳ利用についてなど、情報活用能

力の向上を図ります。また、一人ひとりの防災行動力を高めるとともに、将来の地域防災

の担い手育成を含めた防災教育などを推進します。 

 

【計画事業】 

≪多様な学習プログラムによる学校教育の充実≫ 

◇特色ある学校づくり［事業番号 158］ 

◇国際理解教育の推進［事業番号 196］ 

◇学力向上推進事業［事業番号 198］ 

◇図書館を使った調べる学習コンクール［事業番号 201］ 

◇体験的な活動を取り入れた学習の展開［事業番号 202］ 

◇伝統文化等に触れる機会の提供［事業番号 203］ 

≪情報教育とデジタル化への環境整備≫ 

◇情報教育の推進［事業番号 197］ 

◇学校ＩＣＴ化推進事業［事業番号 207］ 

◇普通教室等ＩＣＴ運営管理事業［事業番号 208］ 

≪環境に対する教育の充実≫ 

◇環境学習の支援［事業番号 179］ 

◇ごみの減量と分別に関する環境学習［事業番号 180］ 

≪防災に関する教育の充実≫ 

◇総合防災教育［事業番号 144］ 

◇消防少年団［事業番号 232］ 

◇防災教育［事業番号 255］ 

≪こころを育む教育の充実≫ 

◇若年層に向けた男女共同参画意識の醸成［事業番号 70］ 

◇リプロダクティブヘルス推進事業［事業番号 71］ 

◇道徳教育の推進［事業番号 199］ 

◇人権教育［事業番号 200］ 

◇交流教育・障害児理解教育の実施［事業番号 204］ 

◇学校教育における生活習慣にかかわる指導［事業番号 205］ 

◇ＳＯＳの出し方に関する教育［事業番号 206］ 

◇学校のボランティア活動普及事業［事業番号 243］ 
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≪学校教育の環境向上≫ 

◇教職員研修事業［事業番号 159］ 

◇学校支援指導員派遣事業［事業番号 160］ 

 

 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

・未来を担うこどもに、選挙への関心を高める取組を行います。 

・就職活動に向けた情報提供や準備・相談など、より良い就職につながる支援を行います。 

 

【計画事業】 

≪こどもの自立に向けた取組≫ 

◇男女共同参画に関する各種啓発の取組［事業番号 49］ 

◇創業機運醸成事業［事業番号 209］ 

◇小中学生向け啓発物の配布［事業番号 210］ 

◇明るい選挙啓発ポスターコンクール［事業番号 233］ 

◇学卒求人申込説明会［事業番号 260］ 

◇中高生の就職支援［事業番号 261］ 
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基本方針４ 配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 

 

 

現状と課題 

 

○ 区内の母子・父子相談件数の推移を見ると、減少傾向にあるものの、子育てと仕事を両立

していく上で多くの困難に直面している状況があると言えます。 

そのため、引き続き、経済的支援や就労支援、相談体制を充実させていくほか、本区の特

徴でもあり強みでもある人のつながりをいかして、地域社会でこどもの成長を見守るととも

に、子育て家庭を支えていく環境を整えていくことが求められます。 

 

○ 本区における知的障害を持つ児童数は増加傾向にあり、区では、幼稚園・保育所や学童ク

ラブなどにおいて配慮が必要なこどもへの療育の支援を進めています。引き続き、障害の有

無に関わらず、ともに育ちながら、それぞれの個性と能力を伸ばしていけるよう、教育・保

育の環境づくりや体制づくりなど療育の支援を充実させていく必要があります。 

そのため、ＷＥＢの活用による相談サポート体制づくりなど、療育を必要とする家庭に対

する支援の充実を図ることが望まれています。加えて、療育の認定に関わる期間短縮などス

ムーズな登録の仕組みづくり、療育に関わる適切な体制づくりの推進が求められています。 

また、教育面では、特別支援学級・教室の運営や就学相談など、一人ひとりに応じた支援

の充実も必要です。 

 

○ 貧困に関しては、令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査によると、生活困難層として、

小学 5 年生で 16.3％、中学 2 年生で 21.5％、16～17 歳で 21.7％が該当するという結果が見

られ、こどもの貧困の問題は、複雑化・複合化しており、多くの課題があります。 

全てのこどもが教育や体験の機会を得て、健やかに成長できるよう、家庭内のさまざまな

課題を早期に把握した上で、適切な支援を早期かつ包括的に講じることが求められています。 

 

○ いじめや不登校、児童虐待をはじめ、ヤングケアラーや医療的なケアが必要なこども、外

国にルーツを持つこども、自身の性について悩むこどもなど、さまざまな悩みを抱えるこど

もや家庭があります。それらのこどもや家庭の悩みを、状況に応じて相談できる機会の充実

や経済的支援など、一人ひとりに応じた継続的な支援が求められています。 

 

  

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 
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（１）ひとり親家庭等への支援 

・さまざまな悩みを抱えるひとり親家庭の方が安心して相談できる環境を整え、不安の軽減・

解消に取り組みます。 

・経済的な支援や就業・自立支援を通して、ひとり親家庭の方が社会の中で安定して生活して

いける基盤を持つことをめざします。 

 

【計画事業】 

≪相談の場・機会づくり≫ 

◇母子・父子、女性、家庭相談［事業番号 50］ 

◇養育費等支援事業［事業番号 131］ 

≪経済的負担の軽減≫ 

◇児童扶養手当［事業番号 123］ 

◇児童育成手当［事業番号 124］ 

◇ひとり親家庭の医療費の助成［事業番号 125］ 

◇ひとり親家庭自立支援給付金事業［事業番号 126］ 

◇ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業［事業番号 127］ 

◇東京都母子及び父子福祉資金の貸付［事業番号 129］ 

◇特定自転車駐車場の使用料減額［事業番号 145］ 

≪自立のための支援施設≫ 

◇母子等緊急一時保護事業［事業番号 26］ 

◇母子生活支援施設［事業番号 130］ 

≪自立・教育の支援≫ 

◇ひとり親家庭就業・自立支援事業［事業番号 128］ 

◇こどもの未来応援事業（こども食堂・食品ロス削減）［事業番号 168］ 

◇こどもの学習・生活支援事業［事業番号 234］ 

 

 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

・幼稚園・保育所・学校では、配慮が必要なこどもたちを受け入れる体制を整備し、こども

の発達と成長の支援や学習や就学の支援を行います。 

・障害のあるこどもたちが社会に参画していくことを目的として、日常生活に必要な基本的

動作・知識技能の学習、集団生活への適応訓練や、社会における基本的なルールなどを学

ぶ機会を設けています。さらに、一人ひとりの状況に合わせて、適切な支援のうえでの通

常学級での学習や、就学に関わる手当の支給などによって、それぞれの個性と能力を最大

限伸ばし、地域社会の中で自立していける環境やプロセスを整備していきます。 

・それぞれのこどもが置かれている状況や障害の種類・特質ごとに適切な支援を行うため、

専門的な技能をもった人員を育成し、手当の給付やヘルパーの派遣など、生活していくう

えで必要な支援を行っていきます。 
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【計画事業】 

≪療育の充実≫ 

◇保育施設における障害児保育［事業番号 106］ 

◇心理相談員の保育施設への巡回［事業番号 107］ 

◇障害児通所支援事業［事業番号 132］ 

◇障害児移動支援事業［事業番号 133］ 

◇幼稚園における特別支援教育［事業番号 153］ 

◇学童クラブへの障害児の受入［事業番号 181］ 

≪療育等における経済的支援≫ 

◇小児精神障害の医療費助成制度［事業番号 27］ 

◇自立支援医療（精神通院）の支給［事業番号 51］ 

◇自立支援医療（育成医療）の支給［事業番号 134］ 

◇障害児福祉手当［事業番号 147］ 

◇児童育成手当（障害）［事業番号 148］ 

◇特別児童扶養手当［事業番号 149］ 

≪教育的ニーズに応じた環境づくり≫ 

◇特別支援教育への対応［事業番号 211］ 

◇特別支援学級・教室の運営［事業番号 212］ 

◇特別支援学級等の就学相談［事業番号 213］ 

◇就学奨励費の支給［事業番号 214］ 

◇介助支援の実施［事業番号 215］ 

◇すみだ教室の実施［事業番号 266］ 

 

（３）こどもの貧困対策と支援 

・こどものライフステージに応じた就学や自立に向けた施策を展開し、こどもの成長を支援

します。 

 

【計画事業】 

≪こどもの貧困に対する取組≫ 

◇就学援助［事業番号 216］ 

◇被保護学童に対する学童服・運動衣の購入費の支給［事業番号 217］ 

◇被保護者自立促進事業（学習環境整備支援費）［事業番号 235］ 

◇墨田区私立高等学校等入学資金貸付事業［事業番号 256］ 

◇受験生チャレンジ支援貸付事業［事業番号 262］ 

◇被保護者自立促進事業（大学等進学支援費）［事業番号 264］ 

◇墨田育英会事業［事業番号 267］ 

◇生活困窮者自立支援事業［事業番号 288］ 

◇生活困窮者家計改善支援事業［事業番号 289］ 
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（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

・さまざまなこどもと家庭を、適切な配慮・支援と結びつけるために、区、学校、地域住民、

家庭、事業者その他の関係者が連携して、相談・支援体制を構築していきます。 

 

【計画事業】 

≪いじめ・不登校への取組≫ 

◇教育支援センター事業［事業番号 218］ 

◇いじめ・不登校防止対策事業［事業番号 219］ 

≪児童虐待防止≫ 

◇要保護児童対策協議会を中心とした虐待防止、再発防止の強化［事業番号 28］ 

◇児童虐待防止に向けた啓発活動の推進［事業番号 29］ 

◇児童虐待に関する相談［事業番号 30］ 

◇社会的養護推進のための啓発強化［事業番号 32］ 

≪ヤングケアラーへの支援≫ 

◇ヤングケアラーの認知度向上のための啓発［事業番号 169］ 

◇ヤングケアラーの相談・支援［事業番号 170］ 

≪医療的ケア児への支援≫ 

◇医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業［事業番号 108］ 

◇重症心身障害児（者）等介護者支援事業［事業番号 137］ 

◇医療的ケア児の受入［事業番号 139］ 

◇医療的ケア児に関する庁内連絡会議の運営［事業番号 140］ 

≪外国籍児童への支援≫ 

◇外国語相談［事業番号 72］ 

◇外国籍等児童・生徒の支援［事業番号 220］ 

≪経済的負担への支援≫ 

◇幼児教育・保育の無償化［事業番号 109］ 

◇認証保育所保育料負担軽減補助事業［事業番号 110］ 

◇児童手当［事業番号 135］ 

◇私立幼稚園等園児の保護者への助成［事業番号 154］ 

≪相談支援≫ 

◇児童相談［事業番号 31］ 

◇各種相談の実施［事業番号 52］ 

◇養育支援訪問事業［事業番号 136］ 

◇教育相談事業［事業番号 138］ 

◇発達が気になるお子さんの相談の強化［事業番号 141］ 

◇思春期相談・思春期講演会［事業番号 244］ 

≪多様性への取組≫ 

◇性的マイノリティの人の人権等さまざまな人権問題に関する啓発［事業番号 53］ 
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基本方針５ 地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 

 

 

現状と課題 

 

○ こどもの健全育成や自立において、地域でこどもの育ちを支え合うことは重要な取組です。

特に、“人のつながり”は墨田らしさの特徴の一つであり、こどもを支える環境づくりにおい

て強みと言えます。 

これまで、本区では、助け合いの精神や人情深い下町気質を活かし、地域全体でこどもの

育ちを支えてきていますが、今後も引き続き地域全体で意識を高めながら取り組んでいくこ

とが求められています。 

 

○ 本区はものづくりのまちであり、近年では令和 3 年から千葉大学墨田キャンパスで毎月開

催されているあそび大学において、区内のものづくりに関わる企業から廃材が提供されるな

ど、企業との協働によるこどもの遊びや体験の機会が創出されています。 

このように、区内の企業の子育てへの参画や協力を促進し、区や地域との連携・協働につ

なげていくことが求められています。 

 

○ こどもの健やかな育ちを支えていく上で、防犯や交通安全、犯罪対策のほか、近年におい

ては性犯罪やネット上のつながりから巻き込まれる犯罪も増加しており、これらに対しては

地域でこどもの安全安心を守っていくことが必要です。 

墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、区がめざすべき環境として、こどもの安

全安心を守るための環境が、就学前及び小学生の保護者ともに、上位に挙げられています。 

今後も引き続き、事故や犯罪の未然防止など安全安心のまちづくりに向けて取り組んでい

くことが求められています。 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 
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（１）地域の子育て力の育成と協働 

・親同士の関係をつくり孤立を防ぐとともに、相談窓口や地域のボランティアが担う子育て

支援サービスなどを通じて、地域の子育て力の向上を図っていきます。 

・こども自身が、地域の中でかかわりを広げ、健やかに成長できるよう取り組みます。 

・学校や地域団体との連携を強化するとともに、こどもを守り支える団体の人材や担い手を

育成し、地域でこどもが安全安心に過ごすことができる仕組みや体制づくりを強化します。 

 

【計画事業】 

≪子育てに関するネットワークづくり≫ 

◇地域子育てネットワークの構築［事業番号 33］ 

◇地域福祉プラットフォーム事業［事業番号 54］ 

◇民生委員・児童委員活動［事業番号 56］ 

◇協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業［事業番号 57］ 

◇ファミリー・サポート・センター事業［事業番号 114］ 

◇子育て支援活動助成事業［事業番号 142］ 

◇学校運営連絡協議会の設置と運営［事業番号 161］ 

◇学校安全ボランティア事業［事業番号 183］ 

◇ＰＴＡへの支援［事業番号 222］ 

◇学校支援ネットワーク事業［事業番号 224］ 

≪子ども会や少年団体の育成≫ 

◇子ども会活性化事業［事業番号 182］ 

◇少年団体の育成［事業番号 263］ 

≪高齢者との関わりによる育成の機会≫ 

◇シニア人材バンク事業［事業番号 19］ 

◇ふれあい給食事業［事業番号 111］ 

◇高齢者とのコミュニケーション（講演会等）事業［事業番号 221］ 

◇次代に継ぐ平和のかたりべ事業［事業番号 236］ 

≪生涯学習やボランティア活動への支援≫ 

◇すみだ生涯学習センター事業［事業番号 174］ 

◇自主グループ等への支援［事業番号 245］ 

◇ボランティア推進事業［事業番号 246］ 

◇ボランティアセンターの活動［事業番号 247］ 

≪学校や地域・関係機関による青少年の健全育成≫ 

◇こども・若者への見守り支援［事業番号 55］ 

◇青少年問題協議会の運営［事業番号 150］ 

◇墨田区青少年健全育成区民大会［事業番号 223］ 

◇ふれあい協議会［事業番号 237］ 

◇墨田区青少年非行・被害防止強調月間［事業番号 248］ 
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◇更生保護活動［事業番号 249］ 

◇社会を明るくする運動［事業番号 250］ 

◇地域教育懇談会［事業番号 251］ 

◇青少年委員活動の推進［事業番号 252］ 

◇青少年育成委員会活動への支援［事業番号 253］ 

 

 

（２）企業等の子育て力との協働 

・子育てに関わる地域貢献を企業等に促すことで、こどもたちがすみだの産業について知り、

それを通じたこどもの職業観の育成や墨田区で働くイメージの形成につなげていきます。 

 

【計画事業】 

≪企業等との関わりづくり≫ 

◇就職・仕事カウンセリングルームの運営［事業番号 58］ 

◇すみだ探究工房［事業番号 171］ 

◇中学生の職場体験の充実［事業番号 257］ 

 

 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

・犯罪に巻き込まれることを防ぐために、パトロールや保護者への緊急情報発信メール、Ｓ

ＮＳや掲示板の監視などの防犯活動を行っていきます。 

・犯罪や交通事故を防ぐために、地域住民と連携して危険箇所の確認・改善や、交通安全指

導などを行っていきます。 

 

【計画事業】 

≪防犯・交通安全≫ 

◇防犯パトロールカーによる巡回［事業番号 59］ 

◇交通安全普及啓発［事業番号 60］ 

◇児童の交通安全教育事業［事業番号 162］ 

◇地域防犯対策［事業番号 184］ 

◇防犯ブザーの配布［事業番号 186］ 

◇こどもの１１０番事業［事業番号 187］ 

◇スクールゾーン育成事業費［事業番号 188］ 

◇通学路防犯設備整備事業［事業番号 189］ 

◇地域パトロール［事業番号 238］ 

≪犯罪対策≫ 

◇緊急通報装置等の防犯設備［事業番号 164］ 

◇帰宅呼びかけ放送［事業番号 185］ 
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◇セーフティ教室［事業番号 225］ 

◇スクールサポーター制度［事業番号 239］ 

◇有害環境の浄化活動［事業番号 240］ 

◇サイバーパトロールの実施［事業番号 241］ 

◇デートＤＶ予防啓発講座［事業番号 258］ 

≪安全安心に関する情報発信≫ 

◇危機情報のメール配信［事業番号 61］ 

◇緊急情報発信メール配信事業［事業番号 163］ 
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基本方針６ 子育てしやすい環境づくりを推進します 

 

 

現状と課題 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、育児休業の取得状況は、母親が 71.9％、父親

は 22.5％と前回調査よりもそれぞれ割合は高まっているものの、父親の育休取得はまだ低い

状況です。 

こどもの健やかな成長を支えていくためには、家庭において親子がともに過ごす時間が大

切であるため、女性も男性も仕事と育児などの生活の両立ができるよう、柔軟な働き方の選

択や、男性の育児休業を取得できる環境づくりと意識醸成が求められています。 

 

○ 子育て中の親が望むときに外出できるようにすることは、心身の健康保持や孤立の防止に

もつながります。一方、妊産婦やこどもを連れた外出にはさまざまなハードルがあり、利用

しづらい環境が多くあります。 

そのため、バリアフリー化等によって障壁を取り除くとともに、利用しやすい公園等を整

備することで、子育てを楽しめるまちをつくっていくことが重要です。また、区内への定住

を促進するために、経済的負担の軽減等、子育て家庭への住宅支援を図っていくことも必要

です。 

 

○ 墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育てに関する情報共有の媒体として、ＬＩ

ＮＥなどの定期的な配信サービスやＳＮＳでの情報発信などへのニーズが高い結果となって

います。また、ファミリー・サポート・センター等の予約、保育所や児童館の利用申請など

の各種子育てサービスの利用におけるオンライン化へのニーズが高くなっています。 

そのため、子育て支援における施設利用や申込み、サービスに関する情報取得、オンライ

ンによる相談、支援サービスの利用申込みなど、さまざまな子育て支援施策の展開において

ＤＸを進め、保護者の負担軽減と支援サービスの利便性向上を図っていくことが求められま

す。 

 

 

 

 

  

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

・仕事と生活を無理なく両立できる環境整備を進めるため、ワーク・ライフ・バランスの重

要性の啓発活動や男性の育児休暇の取得促進といった取組を実行していきます。 

 

【計画事業】 

≪働き方に関する取組≫ 

◇若者や子育て世代等の女性などに対する就労支援［事業番号 62］ 

◇ワーク・ライフ・バランス推進事業［事業番号 73］ 

◇男性対象講座「すみだパパスクール」［事業番号 81］ 

 

 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

・バリアフリー化や多目的トイレの整備・増設を行い、安全で快適なまちづくりを行ってい

くことで、子育て中の親が望むときに外出できる環境を整備していきます。 

・魅力や特色のある公園を整備することで、外出する動機を増やしていきます。 

・子育て家庭への住まいの支援を行い、経済的負担を軽減することで墨田区への定住を促進

していきます。 

 

【計画事業】 

≪こどもを連れて出かけやすいまちづくり≫ 

◇赤ちゃん休けいスポット［事業番号 12］ 

◇こどもや子育て世帯が利用しやすい公園づくり（公園等新設・再整備事業）［事業

番号 20］ 

◇子育て世帯が安全に移動できる道路の環境づくり事業［事業番号 21］ 

◇ボール遊びができる公園等の整備［事業番号 34］ 

◇放置自転車対策［事業番号 35］ 

◇健康づくりのための環境整備［事業番号 63］ 

◇公園等新設・再整備事業［事業番号 64］ 

◇トイレ改築事業［事業番号 65］ 

◇道路バリアフリー整備事業［事業番号 66］ 

◇歩行者・自転車通行空間再整備事業［事業番号 67］ 

◇特定自転車駐車場の優先当選［事業番号 146］ 

≪子育てしやすい住宅環境の整備≫ 

◇すみだ良質な集合住宅認定制度［事業番号 68］ 

◇子育て世帯等定住促進事業［事業番号 74］ 

◇住宅修築資金融資あっせん［事業番号 75］ 
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（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

・子育て家庭に必要な情報を届けるために、区報やメール・ＳＮＳなどを多様な手段で発信

していきます。 

 

【計画事業】 

≪多様な手法による情報発信≫ 

◇区公式ＬＩＮＥを活用した情報配信（きずなメール）［事業番号 22］ 

◇すみだいきいき子育てガイドブックの発行［事業番号 36］ 

◇各種広報媒体による情報発信［事業番号 69］ 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保等に関わる市町村子ども・子育て支援事業計画であり、

「地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」である「教育・保育提供区域」を設定し

て、その区域ごとの「量の見込み」及び「確保の方策」を計画するものとされています。 

 

１ 教育・保育の提供区域の設定 

教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規

模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は、こどもと保護者が容易に移動可能な

地域で利用できる状態をめざす考え方から、南北別に 2区域の設定とします。 
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■提供区域の設定 
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■保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育所配置図【北部地域】 

（令和 6年 4月 1日現在） 
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■保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育所配置図【南部地域】 

（令和 6年 4月 1日現在） 
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２ 教育・保育の量の見込みと確保の内容 

 

（１）認定区分と施設・事業 

子ども・子育て支援新制度では、保護者は給付を受ける資格があることの申請を区市町村に

行い、それに基づいて区市町村が認定を行います(ただし、幼稚園の場合は、幼稚園を通じての

申請となります。)。 

認定は、「年齢」と「保育の必要性の有無」により 1号から 3号の区分で行われ、区分によっ

て利用できる施設や事業が定められます。 

 

【認定区分】 

認定区分 年 齢 教育・保育 利用できる施設・事業 

1 号認定 満 3歳以上 
幼稚園等での 
教育を希望 

幼稚園、認定こども園 

2 号認定 満 3歳以上 保育の必要性が
あり、保育所等
での保育を希望 

保育所、認定こども園 

3 号認定 
満 3歳未満 
（0〜2 歳） 

保育所、地域型保育事業、認定こども園 

※認定の基準は、国の基準を踏まえて墨田区の規則で定めます。 

 

  



Ⅱ-55 

認定によって利用できる施設・事業は、「教育・保育施設(施設型給付)」と「地域型保育事

業(地域型保育給付)」に分かれます。それぞれの施設と事業の内容は次のとおりです。 

 

【施設・事業の内容】 

区分 施設・事業名 
対象認定 
対象年齢 

内 容 

教育・保育 
施設 
 

(施設型給付) 

幼稚園 
1 号認定 
3〜5歳 

満 3歳から小学校就学前までの子を預
かり、幼児教育を行います。延長して
預かり保育を行うこともあります。 

保育所 
2・3号認定 
0〜5歳 

保護者が仕事などのため日中家庭で
保育できない子を保育します。 

認定こども園 
1〜3号認定 
0〜5歳 

保護者の仕事の状況にかかわらず、こ
どもを受け入れ、教育・保育を一体的
に行います(幼稚園と保育所の機能を
あわせ持つ施設です)。 

地域型 
保育事業 

 
(地域型保育 

給付) 

家庭的保育事業 

3 号認定 
0〜2歳 

家庭的な雰囲気の中で、少人数(定員 5
人以下)を対象にきめ細かな保育を行
います。 

小規模保育事業 
少人数(定員 6〜19 人)を対象に、家庭
的保育に近い雰囲気の中、きめ細かな
保育を行います。 

事業所内保育事業 
会社の事業所の保育施設などで、従業
員のこどもと地域のこどもを一緒に
保育します。 

居宅訪問型保育事業 
障害・疾患等で個別のケアが必要な場
合などに保護者の自宅で 1対 1の保育
を行います。 
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（２）区域別の量の見込みと確保の内容 

教育・保育の量の見込みと確保の内容は、提供区域ごとと認定区分ごとに記載します。 

また、量の見込みと確保の内容は、年度ごとにそれぞれの数値を記載し、その差異を示して

います。 

子ども・子育て支援新制度によらない施設や事業(例えば、私学助成を受ける幼稚園や東京都

認証保育所など)も、確保の内容に含めます。 

各年度における確保量の基準日は、当年度の 4月 1日とします。 
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１）全区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 

保育所 
認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 1,065 690 - 18 - - - 

2 号 - - - 4,062 281 - 57 - 

3
号 

1〜2歳 ― - - 2,260 153 137 228 - 

0 歳 ― - - 531 51 25 81 - 

令
和
７
年
度 

1 号 924 986 690 - 18 - - 770 

2 号 3,851 - - 4,214 158 - 48 569 

3 
号 

1〜2歳 2,693 - - 2,347 91 130 214 89 

0 歳 545 - - 558 30 23 74 140 

令
和
８
年
度 

1 号 893 986 690 - 18 - - 801 

2 号 3,836 - - 4,219 158 - 48 589 

3
号 

1〜2歳 2,682 - - 2,342 91 130 214 95 

0 歳 543 - - 558 30 23 74 142 

令
和
９
年
度 

1 号 863 986 690 - 18 - - 831 

2 号 3,821 - - 4,218 158 - 48 603 

3
号 

1〜2歳 2,671 - - 2,343 91 127 214 104 

0 歳 541 - - 558 30 22 74 143 

令
和
10
年
度 

1 号 833 986 690 - 18 - - 861 

2 号 3,806 - - 4,217 158 - 48 617 

3
号 

1〜2歳 2,660 - - 2,344 91 127 214 116 

0 歳 539 - - 558 30 22 74 145 

令
和
11
年
度 

1 号 805 986 690 - 18 - - 889 

2 号 3,791 - - 4,216 158 - 48 631 

3
号 

1〜2歳 2,649 - - 2,345 91 127 214 128 

0 歳 537 - - 558 30 22 74 147 
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２）北部区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 

保育所 
認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 559 362 - 9 - - - 

2 号 - - - 2,132 148 - 30 - 

3
号 

1〜2歳 - - - 1,187 80 72 120 - 

0 歳 - - - 279 27 13 43 - 

令
和
７
年
度 

1 号 485 518 362 - 9 - - 404 

2 号 2,022 - - 2,212 83 - 25 298 

3
号 

1〜2歳 1,414 - - 1,232 48 68 112 46 

0 歳 286 - - 293 16 12 39 74 

令
和
８
年
度 

1 号 469 518 362 - 9 - - 420 

2 号 2,014 - - 2,215 83 - 25 309 

3
号 

1〜2歳 1,408 - - 1,229 48 68 112 49 

0 歳 285 - - 293 16 12 39 75 

令
和
９
年
度 

1 号 453 518 362 - 9 - - 436 

2 号 2,006 - - 2,214 83 - 25 316 

3
号 

1〜2歳 1,402 - - 1,230 48 67 112 55 

0 歳 284 - - 293 16 12 39 76 

令
和
10
年
度 

1 号 438 518 362 - 9 - - 451 

2 号 1,998 - - 2,214 83 - 25 324 

3
号 

1〜2歳 1,396 - - 1,230 48 67 112 61 

0 歳 283 - - 293 16 12 39 77 

令
和
11
年
度 

1 号 423 518 362 - 9 - - 466 

2 号 1,990 - - 2,213 83 - 25 331 

3
号 

1〜2歳 1,391 - - 1,231 48 67 112 67 

0 歳 282 - - 293 16 12 39 78 
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３）南部区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 

保育所 
認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 506 328 - 9 - - - 

2 号 - - - 1,930 133 - 27 - 

3
号 

1〜2歳 - - - 1,073 73 65 108 - 

0 歳 - - - 252 24 12 38 - 

令
和
７
年
度 

1 号 439 468 328 - 9 - - 366 

2 号 1,829 - - 2,002 75 - 23 271 

3
号 

1〜2歳 1,279 - - 1,115 43 62 102 43 

0 歳 259 - - 265 14 11 35 66 

令
和
８
年
度 

1 号 424 468 328 - 9 - - 381 

2 号 1,822 - - 2,004 75 - 23 280 

3
号 

1〜2歳 1,274 - - 1,113 43 62 102 46 

0 歳 258 - - 265 14 11 35 67 

令
和
９
年
度 

1 号 410 468 328 - 9 - - 395 

2 号 1,815 - - 2,004 75 - 23 287 

3
号 

1〜2歳 1,269 - - 1,113 43 60 102 49 

0 歳 257 - - 265 14 10 35 67 

令
和
10
年
度 

1 号 395 468 328 - 9 - - 410 

2 号 1,808 - - 2,003 75 - 23 293 

3
号 

1〜2歳 1,264 - - 1,114 43 60 102 55 

0 歳 256 - - 265 14 10 35 68 

令
和
11
年
度 

1 号 382 468 328 - 9 - - 423 

2 号 1,801 - - 2,003 75 - 23 300 

3
号 

1〜2歳 1,258 - - 1,114 43 60 102 61 

0 歳 255 - - 265 14 10 35 69 
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４）1号認定 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 924 893 863 833 805 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,083 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 

幼稚園(私学助成) 690 690 690 690 690 690 

差異（②-①） - 770 801 831 861 889 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 485 469 453 438 423 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 569 527 527 527 527 527 

幼稚園(私学助成) 362 362 362 362 362 362 

差異（②-①） - 404 420 436 451 466 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 439 424 410 395 382 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 514 477 477 477 477 477 

幼稚園(私学助成) 328 328 328 328 328 328 

差異（②-①） - 366 381 395 410 423 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 

  



Ⅱ-61 

５）2号認定 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 3,851 3,836 3,821 3,806 3,791 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 4,343 4,372 4,377 4,376 4,375 4,374 

認証保育所等 57 48 48 48 48 48 

差異（②-①） - 569 589 603 617 631 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,022 2,014 2,006 1,998 1,990 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,280 2,295 2,298 2,297 2,297 2,296 

認証保育所等 30 25 25 25 25 25 

差異（②-①） - 298 309 316 324 331 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,829 1,822 1,815 1,808 1,801 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,063 2,077 2,079 2,079 2,078 2,078 

認証保育所等 27 23 23 23 23 23 

差異（②-①） - 271 280 287 293 300 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 
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６）3号認定（0歳） 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 545 543 541 539 537 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 582 588 588 588 588 588 

地域型保育事業 25 23 23 22 22 22 

認証保育所等 81 74 74 74 74 74 

差異（②-①） - 140 142 143 145 147 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 286 285 284 283 282 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 306 309 309 309 309 309 

地域型保育事業 13 12 12 12 12 12 

認証保育所等 43 39 39 39 39 39 

差異（②-①） - 74 75 76 77 78 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 259 258 257 256 255 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 276 279 279 279 279 279 

地域型保育事業 12 11 11 10 10 10 

認証保育所等 38 35 35 35 35 35 

差異（②-①） - 66 67 67 68 69 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 
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７）3号認定（1～2歳） 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,693 2,682 2,671 2,660 2,649 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,413 2,438 2,433 2,434 2,435 2,436 

地域型保育事業 137 130 130 127 127 127 

認証保育所等 228 214 214 214 214 214 

差異（②-①） - 89 95 104 116 128 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,414 1,408 1,402 1,396 1,391 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,267 1,280 1,277 1,278 1,278 1,279 

地域型保育事業 72 68 68 67 67 67 

認証保育所等 120 112 112 112 112 112 

差異（②-①） - 46 49 55 61 67 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,279 1,274 1,269 1,264 1,258 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,146 1,158 1,156 1,156 1,157 1,157 

地域型保育事業 65 62 62 60 60 60 

認証保育所等 108 102 102 102 102 102 

差異（②-①） - 43 46 49 55 61 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを満たすことができる見込みですが、特定の年齢や地域にニーズ

が集中することも考えられるため、必要に応じて保育所等の整備について検討していきます。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容は事業ごとに記載し、必要に応じて

区域ごとに記載します。また、量の見込みと確保の内容は、年度ごとにそれぞれの数値を記載

し、その差異を示しています。 

事業の提供区域は、事業ごとに区全域である 1区域か、南北別の 2区域とします。 

【地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定】 

事  業 区域検討の考え方 提供区域 

放課後児童健全育成事業 
（学童クラブ事業） 

希望する地域で利用できるように、こどもと
保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

時間外保育事業 
（延長保育事業） 

希望する地域で利用できるように、こどもと
保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

子育て短期支援事業 
（子どもショートステイ事業） 

全区域でのニーズに応えられるよう、施設数
や定員の拡充を図りながら、必要な時に利用で
きる状態をめざします。 

区全域 

地域子育て支援拠点事業 
（子育てひろば事業） 

希望する地域で利用できるように、こどもと
保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

幼稚園による一時預かり 
状況に応じて柔軟に利用できる状態をめざ

します。 
区全域 

一時預かり事業等 
希望する地域で利用できるように、こどもと

保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・セン
ター事業） 

希望するタイミングで利用できるように、こ
どもと保護者が容易に移動可能な地域で利用
できる状態をめざします。 

区全域 

病児・病後児保育事業 
希望する地域で利用できるように、こどもと

保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

利用者支援事業 
区全域を対象とした情報提供やニーズ把握

などの支援体制の構築をめざします。 
区全域 

妊婦健診 
妊婦が自らの状況に応じて医療機関を利用

するため、区域を分ける必要性はありません。 
区全域 

乳児家庭全戸訪問事業 
乳児がいる全ての家庭を対象とするため、区

域を分ける必要性はありません。 
区全域 

養育支援訪問時事業 
虐待等支援が必要な家庭を訪問するため、区

域を分ける必要性はありません。 
区全域 

妊婦等包括相談支援事業 
妊婦がいる全ての家庭を対象とするため、区

域を分ける必要性はありません。 
区全域 

乳児等通園支援事業 
全区域でのニーズに応えられるよう、必要な

時に利用できる状態をめざします。 
区全域 

産後ケア事業 
産婦が自らの状況に応じてサービスを利用

するため、区域を分ける必要性はありません。 
区全域 
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（１）放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業) 

 

【事業の内容】 

保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童に対して、適切な遊びと生活の場を提供し、

その健全な育成を図る事業です。 

 

単位:人/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 2,910  2,939  2,905  2,839  2,840  

高学年 
特に配慮を必 
要とするニー
ズ 

- 56  59  62  63  63  

合計 - 2,966  2,998  2,967  2,902  2,903  

② 

確保の 

内容 

低学年 2,798  2,883  2,880  2,947  2,986  3,046  

高学年 22  56  59  62  63  63  

合計 2,820  2,939  2,939  3,009  3,049  3,109  

差異（②-①） - ▲27 ▲59 42 147 206 

※「特に配慮を必要とするニーズ」の量の見込みの設定に当たっては、令和 6年度時点における 18

歳未満人口の障害者手帳交付比率を各年度の高学年人口に乗じて算出した値に、各年度の想定申

込率を乗じて算出しました。 

※区域別の数値は、各年度における対象年齢児童の人口比で按分。 
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【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 1,528 1,543 1,525 1,490 1,491 

高学年 
特に配慮を必 
要とするニー
ズ 

- 29 31 33 33 33 

合計 - 1,557 1,574 1,558 1,523 1,524 

② 

確保の 

内容 

低学年 1,469 1,514 1,512 1,547 1,568 1,599 

高学年 12 29 31 33 33 33 

合計 1,481 1,543 1,543 1,580 1,601 1,632 

差異（②-①） - ▲14 ▲31 22 78 108 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 1,382 1,396 1,380 1,349 1,349 

高学年 
特に配慮を必 

要とするニー
ズ 

- 27 28 29 30 30 

合計 - 1,409 1,424 1,409 1,378 1,379 

② 

確保の 

内容 

低学年 1,329 1,369 1,368 1,400 1,418 1,447 

高学年 10 27 28 29 30 30 

合計 1,340 1,396 1,396 1,429 1,448 1,477 

差異（②-①） - ▲13 ▲28 20 70 98 

 

【今後の方向性】 

現状の体制で、想定される需要量は満たす見込みですが、今後も児童館や公共施設の改築等

の機会を捉えて、学童クラブの設置を進めていきます。 
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（２）時間外保育事業(延長保育事業) 

 

【事業の内容】 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用日や利用時間以外の日・時間において、保育

所、認定こども園などで保育を行う事業です。 

単位:人/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 81,180 81,767 83,771 86,778 89,847 

②確保の内容 267,840  269,251  269,251  269,251  269,251  269,251  

差異（②-①） - 188,071 187,484 185,480 182,473 179,404 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 量の見込み - 42,620 42,928 43,980 45,558 47,170 

②確保の内容 140,616  141,357  141,357  141,357  141,357  141,357  

差異（②-①） - 98,737 98,429 97,377 95,798 94,187 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 38,561 38,839 39,791 41,220 42,677 

②確保の内容 127,224  127,894  127,894  127,894  127,894  127,894  

差異（②-①） - 89,334 89,055 88,103 86,675 85,217 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを満たすことはできています。 
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（３）子育て短期支援事業(子どもショートステイ事業) 

 

【事業の内容】 

保護者が疾病や冠婚葬祭、出張、育児不安等の理由により、一時的にこどもを養育すること

が困難な場合、区が委託する乳児院・児童養護施設・協力家庭で、こどもを短期間養育します。 

 

単位:日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 299 304 310 319 328 

②確保の内容 1,095  1,095  1,095  1,095  1,095  1,095  

③定員（人/日） 3 3 3 3 3 3 

差異（②-①） - 796 791 785 776 767 

 

【今後の方向性】 

こどもの最善の利益を鑑み、必要なときに住み慣れた地域で受け入れることができるよう、

継続して環境確保に取り組んでいきます。 
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（４）地域子育て支援拠点事業(子育てひろば事業) 

 

【事業の内容】 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を設け、子育てについての相談や情報の提供、

助言、その他の援助を行う事業です。 

単位：人回/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 185,327 193,616 202,155 211,542 218,159 

②確保の内容 317,295  329,985  344,734  359,936  376,636  388,386  

③箇所数 19 19 19 19 19 19 

差異（②-①） - 144,658 151,118 157,781 165,094 170,227 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 97,297 101,648 106,131 111,060 114,533 

②確保の内容 163,323  169,855  177,447  185,272  193,868  199,916  

③箇所数 11 11 11 11 11 11 

差異（②-①） - 72,558 75,799 79,141 82,808 85,383 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 88,030 91,968 96,024 100,482 103,626 

②確保の内容 153,972  160,130  167,287  174,664  182,768  188,470  

③箇所数 8 8 8 8 8 8 

差異（②-①） - 72,100 75,319 78,640 82,286 84,844 

※確保の内容 

児童館については、乳幼児と親の 1 組あたりの専用面積を 3.3 ㎡とし、利用者が 2 回転すると

仮定して算出。 

子育てひろば、民設地域子育て支援拠点については乳幼児と親の 1組あたりの専用面積を 3.3

㎡とし、利用者が 3回転すると仮定して算出。 

 

【今後の方向性】 

両国・文花子育てひろば、各児童館、コミュニティ会館で継続して親子同士の交流や情報交

換の場を提供するほか、子育てに関する各種講座や講習会等を実施します。また、関係機関と

連携し、事業内容の充実と利用者の拡大を図ります。  
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（５）一時預かり事業 

 

１）幼稚園による一時預かり事業 

 

【事業の内容】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主に昼間において、

幼稚園で一時的に保育を行う事業です。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 28,355 28,241 28,128 28,016 27,904 

②確保の内容 28,469  28,355  28,241  28,128  28,016  27,904  

差異（②-①） - 0 0 0 0 0 

※「教育・保育の量の見込みと確保の内容」において、2 号認定児童を認定こども園で受け入れる方向性のため、

本事業では 2号認定分を計上していない。 

 

【今後の方向性】 

現在の体制を維持していきます。 
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２）一時預かり事業等 

 

【事業の内容】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主に昼間において、

保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に保育を行う事業です。また、病児・病後

児保育を除くファミリー・サポート・センター事業も含まれます。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 4,913 4,971 5,105 5,296 5,481 

②確保の内容 79,171  80,085  81,637  84,299  87,417  90,437  

差異（②-①） - 75,172 76,666 79,194 82,121 84,956 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,579 2,610 2,680 2,780 2,878 

②確保の内容 44,241  44,771  45,935  47,634  49,396  51,124  

差異（②-①） - 42,192 43,325 44,954 46,616 48,246 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,334 2,361 2,425 2,516 2,603 

②確保の内容 34,930  35,314  35,702  36,665  38,021  39,313  

差異（②-①） - 32,980 33,341 34,240 35,505 36,710 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制で、想定される需要量を満たしている状況にありますが、特定の日に需要

が集中することも考えられるため、必要な時に利用しやすい環境づくりを進めていくことと

し、既存施設の活用の中で可能な限り事業の拡充を図ります。 
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（６）子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 

 

【事業の内容】 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を

受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う事業です。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 2,964 2,866 2,723 2,560 2,463 

高学年 - 741 717 681 640 616 

合計 - 3,705 3,583 3,404 3,200 3,079 

② 

確保の 

内容 

低学年 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 

高学年 948 948 948 948 948 948 

合計 5,084 5,084 5,084 5,084 5,084 5,084 

差異（②-①） - 1,379 1,501 1,680 1,884 2,005 

受入れ可能数（50 人／日：平均して預かれる会員数）を、年齢区分（乳幼児、小学校低学年、小学校高学年）ご

との実績数（令和 5年度）で按分したもののうち、小学校低学年、小学校高学年の推計値 

・受入れ可能数 50 人／日（平均して預かれる会員数）×365 日（開所日数）＝18,250 人日／年 

・小学校低学年：18,250 人日／年×842／3,715（小学校低学年／全利用者：令和 5年度実績値）＝4,136 

・小学校高学年：18,250 人日／年×193／3,715（小学校低学年／全利用者：令和 5年度実績値）＝948 

 

【今後の方向性】 

事業の周知に努め事業認知度を向上させるとともに、新たな担い手の育成をすすめ、利用し

やすい環境づくりを推進していきます。 
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（７）病児・病後児保育事業 

 

【事業の内容】 

病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一

時的に保育等を実施する事業です。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 755 761 779 807 836 

②確保の内容 2,734  2,734  2,734  2,734  2,734  2,734  

差異（②-①） - 1,979 1,973 1,955 1,927 1,898 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 396 400 409 424 439 

②確保の内容 879 879 879 879 879 879 

差異（②-①） - 483 479 470 455 440 

 

【南部】 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 359 361 370 383 397 

②確保の内容 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 

差異（②-①） - 1,496 1,494 1,485 1,472 1,458 

（訪問型：5人／（現在平均して預かれる病後児サポーター数）×293 日（開所日数）＝1,465 人日／年） 

（医療機関型：4人／日（定員）×244 日（開所日数）＝976 人日／年） 

（北部と南部は、0～11 歳の人口比率で按分） 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制でニーズを充足することができていますが、医療機関型病児保育は、南部

のみに整備されていることから、区民の利便性の向上を図るため、保育所併設型や複合施設併

設型等、さまざまな手法による事業拡充に努めます。 

また、訪問型保育支援事業（病後児保育）は、事業の充実及びサポーターの育成に努めま

す。 
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（８）利用者支援事業 

 

【事業の内容】 

こども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提

供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業で

す。 

単位：箇所数 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

箇所数 - 17 17 17 17 17 

 

【今後の方向性】 

現在区役所で実施している保育コンシェルジュ事業や子育て支援総合センター、子育てひろ

ば（2施設）、児童館（12館）、保健所（1施設）での実施体制を維持し、利用者にとって身近

な場所において、情報提供や相談・助言等のほか、子育てニーズの把握や関係機関との連携・

調整、地域課題の把握など、幅広い支援を行います。 

 

 

 

（９）妊婦健康診査 

 

【事業の内容】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、1健康状態の把握、2

検査・計測、3保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実

施する事業です。 

単位：人回／年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

量の見込み - 29,414 31,794 32,914 34,006 35,028 

確保の内容 全ての対象者に事業を実施します。 

 

【今後の方向性】 

全ての妊婦に対して事業を実施し、妊娠中の健康管理を促します。 
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（10）乳児家庭全戸訪問事業 

 

【事業の内容】 

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境

等の把握を行う事業です。 

単位：回／年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

量の見込み - 2,101 2,271 2,351 2,429 2,502 

確保の内容 全ての対象者に事業を実施します。 

 

【今後の方向性】 

訪問率 100%を目標にし、病院や産院との連携を強化し、訪問指導の充実を図ります。 

 

 

 

（11）養育支援訪問事業 

【事業の内容】 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う

ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

単位：人／年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

量の見込み - 19 18 18 18 18 

確保の内容 支援が必要なケース全てに事業を実施します。 

 

【今後の方向性】 

要支援家庭及び要保護家庭が少ない状態が望ましいですが、支援を必要とする保護者が安心

してこどもを養育することができるよう、相談・指導、家事支援、育児支援を行います。 

 

  



Ⅱ-76 

（12）妊婦等包括相談支援事業 

 

【事業の内容】 

妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じるととも

に、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う事業です。 

単位：回/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

量の見込み - 6,303 6,813 7,053 7,287 7,506 

確保の内容 全ての対象者に事業を実施します 

 

【今後の方向性】 

全ての妊婦に対して事業を実施し、妊娠時から妊産婦等に寄り添う伴走型相談支援の推進を

図ります。 

 

 

（13）乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 

 

【事業の内容】 

月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず保育施設等を利用できる制度です。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - - 2,530 2,598 2,696 2,790 

②確保の内容 - - 1,172 2,930 2,930 2,930 

差異（②-①） - - ▲1,358 332 234 140 

 

【今後の方向性】 

事業実施に向けた準備を進めていきます。 
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（14）産後ケア事業 

 

【事業の内容】 

産後のお母さんの身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房ケア、育児相談、保健指

導などを行います。 

単位：人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,438 2,636 2,729 2,819 2,904 

②確保の内容 2,267 2,500 2,650 2,750 2,850 2,950 

差異（②-①） - 62 14 21 31 46 

 

【今後の方向性】 

現状の受入れ体制の中で想定される需要量を満たす予定ですが、特定の日に需要が集中する

ことも考えられるため、必要な時に利用しやすい環境づくりを進めていくことをめざします。

今後も支援を充実させていく必要があるため、新たな担い手・事業者の確保を図ります。 
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第Ⅲ部 墨田区若者計画 

 

第１章 墨田区若者計画について 

１ 墨田区若者計画策定の趣旨 

 

こども・若者を取り巻く環境の悪化や社会生活を円滑に営む上で、さまざまな悩みを持つこ

ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、こども・若者育成支援施策の総合的推進

を図るため、平成 22 年 4月に子ども・若者育成支援推進法が施行され、同年 7月に同法に基づ

く大綱として基本的な方針を定めた「子ども・若者ビジョン」が策定されました。平成 28年 2

月には「子ども・若者ビジョン」の見直しが行われ、「子供・若者育成支援推進大綱」が第 2次

大綱として策定されました。また、東京都においても、平成 27 年 8 月に「東京都子供・若者計

画」、その後、令和 2 年 4 月には「東京都子供・若者計画（第 2 期）」が策定され、新たなこど

も・若者育成支援の方向性が示されました。 

さらに、こども・若者を取り巻く状況は大きく変化し、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、

状況がさらに深刻さを増す中、全てのこども・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる

社会をめざし、こども・若者の意見表明や社会参画を促進しつつ、社会総掛かりでこども・若

者の健全育成に取り組んでいくため、令和 3 年 4 月には「子供・若者育成支援推進大綱」が第

3次に改定され、「全ての子供・若者の健やかな育成」「困難を有する子供・若者やその家族の支

援」「創造的な未来を切り拓
ひら

く子供・若者の応援」「子供・若者の成長のための社会環境の整備」

「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」の五つの基本方針が掲げられました。その

後、Ⅰ-1ページで触れたとおり、こどもに関する大綱を一つに束ねる形で、「こども大綱」が令

和 5年 12月に策定されました。 

こうした中、墨田区では、平成 31 年 3 月に「墨田区子ども・若者計画」を策定し、「全ての

子ども・若者が、青年期に社会的自立を果たすことができる」を基本理念とし、全ての子ども・

若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形成に向けたこども・若者

育成支援施策を推進してきたところです。 

しかし、アフターコロナにおける新たな問題の表出など、特に若者を取り巻く環境が大きく

変化する中で、若年無業者（ニート）やひきこもり、児童虐待、いじめ、さらには、若者の貧困

問題など、若者に関する諸問題が深刻化しています。こうした状況を踏まえ、若者が健やかに

成長し、夢や希望を育み、円滑に社会生活を営むことができるよう、より一層の若者の育成支

援施策の推進を図るため、「墨田区若者計画」として改定します。 

なお、「墨田区若者計画」は、子ども・若者育成支援推進法に定める「子ども・若者計画」の

うち、若者の育成支援に関わる計画として位置付け、こどもに関わる計画は、「墨田区こども計

画」に内包されています。 
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２ 計画策定の体制 

 

■策定体制 

本計画の策定においては、若者施策に関わる区民や地域団体等の幅広い関係者で構成する「墨

田区青少年問題協議会」にて審議しました。 

また、計画及び施策等については、「墨田区子ども・若者計画改定専門委員会」及び「墨田区

子ども・若者計画改定作業部会」にて検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実態調査 

本計画の策定にあたり、墨田区内の若者が日頃どのような生活を営み、どのような意識を持

っているかを把握することで、今後の若者支援施策を進める上での参考資料とするため、令和

6年 6月から 8月にかけ、「墨田区若者実態調査」を実施しました（詳細は第 2章 2を参照）。 

 

 

 

  

墨田区青少年問題協議会

墨田区子ども・若者計画改定専門委員会

 素案の審議
 答申案の審議
 墨田区青少年問題協議会への上程

墨田区子ども・若者計画改定作業部会

 改定にかかる調査
 素案の作成

上程
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第２章 墨田区における若者を取り巻く現状 

１ 18 歳以上 30 歳未満の人口 

 

（１）18 歳以上 30 歳未満人口の推移 

令和 6年 4 月 1日現在、墨田区に住む 18 歳以上 30 歳未満の人口は 48,854 人で、平成 25 年

以降増加傾向です。 

全年齢に占める 18歳以上 30歳未満の割合は、令和 6年 4月 1日現在で 17.1％となっていま

す。 

 

【墨田区のおける 30 歳未満人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 

 

【全年齢に占める 18 歳以上 30歳未満の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4月 1日現在） 
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（２）18 歳以上 30 歳未満の人口推計 

 

【18歳以上 30歳未満の人口の将来推計】 

年齢 令和 7 年 令和 8 年 令和 9 年 令和 10 年 令和 11 年 

0～17 歳計 32,327 32,382 32,449 32,505 32,649 

18 歳 1,850 1,774 1,820 1,885 1,836 

19 歳 1,836 1,987 1,901 1,949 2,016 

20 歳 2,037 1,977 2,136 2,042 2,089 

21 歳 2,201 2,134 2,070 2,233 2,133 

22 歳 2,792 2,829 2,729 2,634 2,827 

23 歳 3,430 3,392 3,423 3,288 3,162 

24 歳 4,277 4,063 4,005 4,027 3,855 

25 歳 5,062 4,934 4,674 4,593 4,604 

26 歳 5,592 5,701 5,543 5,237 5,133 

27 歳 6,026 6,125 6,232 6,048 5,703 

28 歳 6,131 6,452 6,548 6,651 6,445 

29 歳 6,032 6,386 6,715 6,808 6,908 

18～29 歳計 47,266 47,754 47,796 47,395 46,712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32,327 32,382 32,449 32,505 32,649

47,266 47,754 47,796 47,395 46,712

79,592 80,137 80,244 79,899 79,361

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

令和

7年

令和

8年

令和

9年

令和

10年

令和

11年

（人）

18歳未満の合計 18歳以上30歳未満の合計
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２ 実態調査結果に見る若者の姿 

 

（１）調査の概要 

○調査目的：墨田区内の若者が日頃どのような生活を営み、どのような意識を持っているか

を把握することで、今後の若者支援施策を進める上での参考資料として、調査

を実施したものです。 

○調査対象：墨田区在住の 18歳から 29歳（令和 6年 4月 1日基準）を無作為抽出 

○調査期間：令和 6年 6月 14 日から令和 6年 8月 2日まで 

○調査方法：郵送による配布、郵送及びＷＥＢによる回収 

○回収状況：下記のとおり 

配布数 有効回答数 有効回答率 備考 

4,468 885 19.8％ 
紙回答：399 件（45.1％） 

WEB 回答：486 件（54.9％） 

 

１）ひきこもり群・一般群の定義 

①広義のひきこもり群の定義 

本調査では、社会的自立に至っているかどうかに着目して、平成 30年度調査と同様に（国

が実施している「若者の生活に関する調査報告書」を引用）以下のように定義します。 

 

■ふだんの外出頻度について、次のいずれかに回答した者で、かつ、その状態になってから

6 か月以上と回答した者 

○ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する 

○ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 

○自室からは出るが、家からは出ない 

○自室からほとんど出ない 

から 

■上記の状態となったきっかけについて、「病気」又は「妊娠」と回答した者 

■ふだん自宅でよくしていることについて、「家事・育児をする」と回答した者 

■現在の就労状況について、「専業主婦・主夫又は家事手伝い」と回答した者 

を除いた者 

 

②ひきこもり親和群の定義 

■次の 4項目について、すべて「はい」と回答した者、又は 3項目に「はい」で 1 項目のみ

「どちらかといえばはい」と回答した者 

○家や自室に閉じこもっていて外に出ない人たちの気持ちがわかる 

○自分も、家や自室に閉じこもりたいと思うことがある 

○嫌な出来事があると、外に出たくなくなる 

○理由があるなら家や自室に閉じこもるのも仕方がないと思う 

から「広義のひきこもり群」を除いた者 
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③ひきこもり群の定義 

本調査では、標本数の関係から「広義のひきこもり群」と「ひきこもり親和群」に該当す

る者を「ひきこもり群」として定義して集計しています。 

 

④一般群の定義 

回答者全体から「ひきこもり群」を除いた者で、ひきこもり群の抽出に関連する調査項目

すべてに回答した者です。 

 

２）インターネット依存者の定義 

①インターネット依存者の定義 

■インターネットの利用について、次の 8 項目のうち、5項目以上に「はい」と回答した者 

○インターネットに夢中になっていると感じるか 

○満足を得るために、ネットを使う時間を長くしていかなければならないと感じるか 

○使用時間を減らしたり、やめようとしたりしたが、うまくいかなかったことが度々あったか 

○ネットの使用をやめようとした時、落ち込みやイライラを感じるか 

○意図したよりも、長時間オンラインの状態でいるか 

○ネットのため、大切な人間関係、学校、部活のことを危うくしたことがあったか 

○熱中しすぎていることを隠すため、家族や身近な人にうそをついたことがあるか 

○嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるためにネットを使うか 

 

②インターネット非依存者の定義 

回答者全体から「インターネット依存者」を除いた者で、インターネット依存者の抽出に

関連する調査項目すべてに回答した者です。 

 

③ひきこもり・インターネット依存者 

【ひきこもり群】 

 回答者数 
広義の 

ひきこもり群 

ひきこもり 

親和群 
ひきこもり群 

令和 6年度調査 885 人 
16 人 

（1.8％） 

104 人 

（11.8％） 

120 人 

（13.6％） 

 

【インターネット依存】 

 回答者数 
インターネット 

依存者 

令和 6年度調査 885 人 
141 人 

（15.9％） 

 

  



Ⅲ-7 

（２）調査結果 

   ※ 回答は各設問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点以下第 2

位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

 

１）朝ごはんを食べる頻度について 

「毎朝食べる」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「全く食べない」の割合が 16.9％となっ

ています。 

平成 30 年度調査と比較すると、他と比べて「週に 3～4日食べる」の割合がやや減少し、「全

く食べない」の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「週に 1～2日食べる」の割合がや

や高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で

「毎朝食べる」の割合が低くなっています。 
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インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%
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16.9 

12.3 
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令和6年度調査
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平成30年度調査

（N＝640）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%
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13.3

11.9

8.3

13.7
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16.7
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ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%
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２）夜間(午後 10 時～翌日午前 4時)に外出する際にいる場所について 

「飲食店（ファミレス・居酒屋など）」の割合が 50.2％と最も高く、次いで「コンビニエンス

ストア」の割合が 28.6％、「友人の家」の割合が 23.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）自宅にいるときによくしていることについて 

「インターネットをする」の割合が 84.1％とも最も高く、次いで「テレビを見る」の割合が

50.7％、「ゲームをする」の割合が 39.1％となっています。 
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漫画喫茶・ネットカフェ・個室ビデオ店

アミューズメント施設

（ゲームセンター・パチンコ店など）

カラオケボックス

繁華街

公園

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝259）

%

50.7 

8.4 

21.5 

1.8 

39.1 

26.0 

27.6 

30.7 

84.1 

0.6 

0.2 

71.3 

5.9 

24.4 

2.5 

35.9 

24.1

11.1

30.5

79.5

0.6

0.2

0 20 40 60 80 100

テレビを見る

ラジオを聴く

本を読む

新聞を読む

ゲームをする

勉強をする

仕事をする

家事・育児をする

インターネットをする

あてはまるものはない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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４）外出頻度について 

「仕事や学校で平日は毎日外出する」の割合が 66.2％と最も高く、次いで「仕事や学校で週

に 3～4日外出する」の割合が 22.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 以下５）～７）は、４）において「外出頻度が低い者」の回答となっています。 

５）現在の状態（外出頻度が低い状態）になってからの期間について 

「6か月未満」の割合が 31.0％と最も高く、次いで「1年～3年未満」「3年～5年未満」の割

合がともに 26.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.2 

84.5 

22.3 

8.6 

2.7 

2.7 

3.6 

1.7 

2.7 

0.9 

2.0 

0.3 0.3

0.2

0.5 

0.8

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

仕事や学校で平日は毎日外出する

仕事や学校で週に３～４日外出する

遊び等で頻繁に外出する

人づきあいのためにときどき外出する

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

無回答
%

※本調査では、左の

項目を選択した

ものを「外出頻度

が低い者」と定義

する。 

31.0 

0.0 

11.9 

27.3 

26.2 

27.3 

26.2 

27.3 

2.4 

9.1 

2.4 

9.1 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

6か月未満 6か月～1年未満 1年～3年未満 3年～5年未満

5年～7年未満 7年以上 無回答
%
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６）現在の状態（外出頻度が低い状態）になったきっかけについて 

「その他」の割合が 66.7％と最も高く、次いで「妊娠した」の割合が 14.3％、「職場になじ

めなかった」の割合が 11.9％、「就職活動がうまくいかなかった」の割合が 7.1％となっていま

す。「その他」の意見としては、在宅勤務・テレワークのため、などが挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）現在の状態（外出頻度が低い状態）を関係機関に相談したいと思うかについて 

「非常に思う」、「思う」と「少し思う」をあわせた“相談したいと思う”の割合が 21.5％、

「思わない」の割合が 78.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 

2.4 

0.0 

7.1 

11.9 

2.4 

4.8 

14.3 

66.7 

2.4 

0.0 

0.0 

9.1 

18.2 

27.3 

36.4 

9.1 

9.1 

54.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

不登校（小学校・中学校・高校）

大学になじめなかった

受験に失敗した（小学校・中学校・高校・大学）

就職活動がうまくいかなかった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかなかった

病気

妊娠した

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

%

2.4 

0.0 

16.7 

18.2 

2.4 

18.2 

78.6 

63.6 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

非常に思う 思う 少し思う 思わない 無回答
%
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８）インターネットの利用状況について 

「①インターネットに夢中になっていると感じるか」、「⑤意図したよりも、長時間オンライ

ンの状態でいるか」で「はい」の割合が 6割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）悩み事を誰かに相談したいと思うかについて 

「思う」の割合が 32.1％と最も高く、次いで「少し思う」の割合が 29.7％となっており、「非

常に思う」「思う」「少し思う」をあわせた“相談したいと思う”の割合が 73.7％、「思わない」

の割合が 25.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.6 

21.8 

37.7 

12.9 

67.7 

6.0 

10.0 

34.8 

22.8 

77.5 

61.4 

86.5 

31.4 

93.3 

89.3 

64.4 

0.7

0.7

0.9

0.7

0.9

0.7

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100

①インターネットに夢中になっていると感じるか

②満足を得るために、ネットを使う時間を長くして

いかなければならないと感じるか

③使用時間を減らしたり、やめようとしたりしたが、

うまくいかなかったことが度々あったか

④ネットの使用をやめようとした時、

落ち込みやイライラを感じるか

⑤意図したよりも、長時間オンラインの状態でいるか

⑥ネットのため、大切な人間関係、学校、部活のことを

危うくしたことがあったか

⑦熱中しすぎていることを隠すため、家族や身近な人に

うそをついたことがあるか

⑧嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるために

ネットを使うか

はい いいえ 無回答
%

11.9 

22.3 

32.1 

32.0 

29.7 

26.4 

25.5 

18.8 

0.8 

0.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

非常に思う 思う 少し思う 思わない 無回答

%
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１０）現在の就労状況について 

「勤めている（正社員）」の割合が 69.8％と最も高く、次いで「学生（予備校生を含む）」

の割合が 15.0％、「勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバ

イトは除く））」の割合が 8.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「勤めている（契約社員、派遣社

員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））」「無職」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.8 

60.0 

8.6 

13.6 

2.6 

1.6 

1.1 

2.0 

15.0 

19.1 

0.5 

0.6 

0.1 

0.0 

1.9 

3.0 

0.3 

0.2 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない

無職

無回答
%

65.8

70.7

10.8

8.3

1.7

2.6

0.8

1.2

15.0

15.0

0.0

0.5

0.0

0.1

5.8

1.3

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない

無職

無回答

%%
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１１）実際に参加している地域活動、または参加してみたい地域活動について 

「参加していない・したくない」の割合が 40.3％と最も高く、次いで「祭りなどの文化行

事・イベント」の割合が 37.5％、「文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加」の割合が

25.1％、「外国人との交流」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.4 

1.9 

6.3 

4.9 

2.4 

7.6 

25.1 

9.7 

19.7 

37.5 

40.3

1.6

0.6

9.1 

2.2 

7.7 

6.3 

3.1 

10

33.8

15.8

28.3

41.4

24.5

0.9

3

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「参加していない・したくない」

とともに「区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で

「環境美化活動（清掃・リサイクルなど）」「防災活動」「区民への文化事業の提供（劇、音楽、

芸、朗読など）」「祭りなどの文化行事・イベント」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.5

1.4

9.9

3.5

2.8

11.3

25.5

9.2

23.4

46.1

36.9

1.4

0.7

9.8

2.1

5.6

5.2

2.3

7.0

25.3

9.8

19.1

36.3

41.1

1.5

0.1

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%

9.2

1.7

6.7

5.0

2.5

10.8

20.0

11.7

16.7

30.8

45.8

3.3

0

10.7

2.0

6.3

4.9

2.4

7.1

26.0

9.5

20.2

38.7

39.7

1.2

0.3

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%



Ⅲ-15 

１２）地域活動に多くの人が参加するために必要なことについて 

「活動に気軽に参加できるようにすること」の割合が 35.9％と最も高く、次いで「活動内

容を魅力的なものにすること」の割合が 33.3％、「自分の業務・特技・余暇の範囲で負担が少

なくできること」の割合が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.2 

10.2 

27.2 

5.1 

33.3 

35.9 

12.8 

13.1 

5.4 

28.9 

7.5

2.8

0.6

19.1 

9.4 

15.9 

3.9 

29.2 

35.6

10.3

10.2

5.8

25.9

7

4.1

2.8

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「活動内容を区内外に積極的に 

ＰＲすること」「活動内容を魅力的なものにすること」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.7

8.3

24.2

4.2

40.0

33.3

15.0

11.7

8.3

30.0

8.3

4.2

0.8

20.6

10.4

27.7

5.3

32.3

36.7

12.5

13.3

4.9

28.9

7.3

2.6

0.1

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、全体的にインターネット

依存者で割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.4

13.5

31.2

5.7

34.8

37.6

12.1

15.6

8.5

29.1

9.9

2.8

1.4

21.0

9.8

26.8

5.1

33.3

36.3

12.9

12.4

4.7

28.9

6.9

2.8

0

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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１３）仕事や学校、家庭などのほかにあればよいと思う居場所について 

「一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする」の割合が 60.3％と最も高く、次い

で「いつでも行きたい時に行ける」の割合が 54.0％、「好きなことをして自由に過ごせる」の

割合が 46.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.0 

60.3 

26.2 

9.0 

24.3 

46.4 

12.9 

28.2 

13.0 

26.1 

2.9 

7.5 

0.3

0 20 40 60 80 100

いつでも行きたい時に行ける

一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする

同世代の友人や仲間と過ごせる

違う世代の人と過ごせる

ありのままでいられる、自分を否定されない

好きなことをして自由に過ごせる

自分の意見や希望を受け入れてもらえる

新しいことを学べたり、やりたいことに

チャレンジできたりする

悩みごとなどの相談に乗ってもらえる

いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる

その他

居場所の必要性を感じない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「いつでも行きたいときに行ける」

「一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする」「ありのままでいられる、自分を否定さ

れない」「好きなことをして自由に過ごせる」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.7

70.0

25.8

10.0

39.2

59.2

20.8

30.0

22.5

26.7

3.3

3.3

0.0

53.2

59.1

26.3

9.0

22.0

44.7

11.6

28.1

11.6

26.0

2.8

8.2

0.0

0 20 40 60 80 100

いつでも行きたい時に行ける

一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする

同世代の友人や仲間と過ごせる

違う世代の人と過ごせる

ありのままでいられる、自分を否定されない

好きなことをして自由に過ごせる

自分の意見や希望を受け入れてもらえる

新しいことを学べたり、やりたいことに

チャレンジできたりする

悩みごとなどの相談に乗ってもらえる

いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる

その他

居場所の必要性を感じない

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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１４）自分に自信があるかについて 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 58.2％、「どちらかとい

えばいいえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 41.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で“いいえ”の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で

“いいえ”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.5

21.9

16.7

39.4

26.7

25.7

34.2

12.9

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

17.0

23.1

35.5

36.3

23.4

26.1

23.4

14.4

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

はい

21.9 

13.9 

どちらかといえば

はい

36.3 

35.9 

どちらかといえば

いいえ

25.6 

32.2 

いいえ

15.7 

17.8 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

①自分に自信がある %
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【年代別】 

年代別でみると、「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合は、いずれ

の年代も 50％を超えており、年代が上がるほど高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５）自分のことが好きかどうかについて 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 71.8％、「どちらかとい

えばいいえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で“いいえ”の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.0

24.4

20.8

32.8

33.5

37.9

31.1

25.2

25.3

11.5

16.5

15.8

1.6

0.4

0.2

0 20 40 60 80 100

18歳～19歳

（N＝61）

20歳～24歳

（N＝242）

25歳～29歳

（N＝581）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

29.2

31.4

25.8

43.3

17.5

18.1

27.5

7.1

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

はい

31.2 

23.6 

どちらかといえば

はい

40.6 

42.7 

どちらかといえば

いいえ

17.9 

22.3 

いいえ

9.8 

11.3 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

③自分のことが好き %
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【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で

“いいえ”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合は、いずれ

の年代も 70％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.3

35.5

28.6

32.8

37.2

42.9

23.0

12.4

19.6

3.3

14.5

8.6

1.6

0.4

0.3

0 20 40 60 80 100

18歳～19歳

（N＝61）

20歳～24歳

（N＝242）

25歳～29歳

（N＝581）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

24.8

32.7

39.7

40.6

19.1

17.9

15.6

8.7

0.7

0.1

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%
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１６）子どもや若者が犯罪や非行に巻き込まれないようにするために必要なことについて 

「保護者と子どもが積極的に会話し、ふれあう機会を多く持つこと」の割合が 50.2％と最

も高く、次いで「社会全体がモラルを高めること」の割合が 38.0％、「大人が子どもの自主性

を尊重し、過保護・過干渉にならないようにすること」の割合が 35.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1 

22.4 

50.2 

35.9 

8.8 

38.0 

19.4 

15.3 

32.4 

28.2 

6.0 

3.8 

0.5

0 20 40 60 80 100

保護者がもっと威厳を持つこと

保護者が手本となるような生活態度を示すこと

保護者と子どもが積極的に会話し、

ふれあう機会を多く持つこと

大人が子どもの自主性を尊重し、過保護・

過干渉にならないようにすること

子どもに悪い影響を与えると思われる雑誌・番組・動画

などが、子どもの目に触れない環境をつくること

社会全体がモラルを高めること

地域で青少年を見守り、育てるような環境をつくること

警察や役所が取り締まりや広報・PR活動を行うこと

学校で社会のモラルや道徳を教えること

青少年の居場所や遊び場などをつくること

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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１７）墨田区にあればよいと思う若者向けの場所について 

「思いっきり身体を動かせる場所」の割合が 59.5％と最も高く、次いで「趣味仲間が自由

に集まれる場所」の割合が 38.8％、「静かに勉強や読書ができる場所」の割合が 38.1％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「自分の悩み相談に乗ってくれる

場所」「趣味仲間が自由に集まれる場所」「静かに勉強や読書ができる場所」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.0 

59.5 

34.2 

15.3 

38.8 

15.4 

38.1 

5.5 

0.6

24.8 

61.9 

27.5 

12.7 

45.9 

18.6

36.1

8

2

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%

33.3

48.3

34.2

22.5

44.2

17.5

41.7

6.7

0.0

33.1

61.7

34.3

14.1

37.9

15.2

37.9

5.4

0.3

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で

「気軽におしゃべりできる場所」「自分の悩み相談に乗ってくれる場所」「趣味仲間が自由に集

まれる場所」「インターネットが自由に使える場所」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.5

55.3

39.7

22.0

42.6

20.6

39.0

5.7

0.7

32.9

60.5

33.4

13.8

37.8

14.6

38.2

5.4

0.1

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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１８）墨田区が取り組む青少年や若者の施策に望むことについて 

「放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する」の割合が 34.7％と最も高く、次い

で「経済的な困難を抱えている家庭を支援する」の割合が 34.1％、「いじめや虐待などの悩み

を相談できる窓口を充実させ、支援する」の割合が 28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.2 

18.6 

14.0 

5.8 

34.1 

28.1 

34.7 

19.1 

15.0 

22.0 

21.9 

11.3 

1.0 

9.6 

0.5 

18.0 

13.8 

17.5 

6.6 

27.3 

26.4 

33.1 

20.9 

15.9 

12.0 

24.8 

10.0 

4.8 

3.0 

4.1 

0 20 40 60 80 100

青少年や若者が参加できるイベントや意見を

発表できる機会をつくり、情報を提供する

地域活動や体験活動などの社会参加を通じて、家庭・学校

・地域がともに青少年を育成するまちづくりをする

青少年や若者中心のイベントやボランティアなどの

自主的な活動を支援する

子どもから大人まで、青少年活動のリーダー

となる人を養成する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口を

充実させ、支援する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

多様な授業（国際交流等）を取り入れるなど、

学校教育を充実させる

薬物やたばこなどの有害なものから子どもたちを守り、

非行や犯罪防止に努める

インターネットの適正な利用について

学ぶ機会を充実させる

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

思春期の子どもの相談支援などを行う

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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３ 若者を取り巻く現状・課題 

 

こども大綱によると、これまでのこども関連 3 大綱を踏まえた課題認識の一つとして、令和

3年 4月に示された子供・若者育成支援推進大綱に関して、社会全体の状況としては、こどもの

自殺などの生命・安全の危機、孤独・孤立の顕在化、低いウェルビーイング、格差拡大への懸

念、ＳＤＧｓの推進、多様性と包摂性ある社会の形成、リアルな体験とＤＸの両面展開、成年

年齢の引下げ等への円滑な対応などへの指摘が示されています。 

また、若者が過ごす場ごとの状況としては、世帯構造の変化、貧困、ひきこもり、家族観の

変化といった家庭をめぐる課題や、つながりの希薄化といった地域社会をめぐる課題、インタ

ーネット利用の拡大による弊害といった情報通信環境をめぐる課題、ニートなどの就業をめぐ

る課題への指摘が示されています。 

 

区においては、令和 6 年度墨田区青少年対策基本方針（令和 6 年 7 月）で、青少年をめぐる

問題は、核家族化の進行、情報化社会の進展等を背景に複雑化・深刻化しており、インターネ

ットの長時間利用によるネット依存やＳＮＳなどをきっかけとしていじめや性被害、また、闇

バイトから犯罪に巻き込まれるトラブル、薬物乱用などが社会問題となっていると示唆されて

います。また、薬物に絡む重大事故の発生や乱用、若者の貧困、ヤングケアラーとなることに

よる生活等への支障、さらに、成年年齢が 18 歳に引き下げられたことに伴い、社会経験や知識

等が少ない若者をターゲットにした消費者被害の拡大への懸念とともに、新型コロナウイルス

感染症のさまざまな制限からの解放も相まって、若者を取り巻く社会環境の変化は激しさを増

し、さまざまな問題として現れてきていることが挙げられています。 

 

令和 6年度に実施した墨田区若者実態調査結果をみると、ひきこもり群は 13.6％、インター

ネット依存者 15.9％と、前回調査時（平成 30 年度）よりもいずれも割合は高くなっており、上

記に示すとおり、ひきこもりやインターネット依存の課題が深刻化しつつある状況ともいえま

す。 

一方、若者のウェルビーイングにつながる自己肯定感として、「自分に自信がある（58.2％）」

と「自分のことが好き（71.8％）」という意識の割合は、いずれも前回調査時よりも上昇してお

り、今後もそれらを高めていくことを継続して進めていくことが求められます。 

加えて、日頃の生活において求める居場所として、のんびりできる場所や行きたい時に行け

る場所、好きなことをして自由に過ごせる場所など、気軽に行ける安全な居場所づくり（34.7％）

が求められているほか、経済的困難への支援（34.1％）も課題の大きな一つとなっています。 
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また、墨田区子ども・若者計画改定専門委員会においても、ひきこもりへの対策のほか、薬

物や闇バイトなどの犯罪増加への懸念が挙げられています。 

加えて、若者の自主的な活動やチャレンジを後押しできる場や機会を通じて、若者それぞれ

の可能性を引き出すことの重要性も問われており、そのための環境や機会づくりとともに、そ

れらをサポートする周囲の理解や意識の醸成も課題となっています。さらに、若者の社会的自

立に向けた経済的な困難への支援なども課題として挙げられています。 

 

■若者を取り巻く重点課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ひきこもり・ニートへの対策 

○インターネットによるトラブル防止 

○薬物や闇バイトなどの犯罪抑制 

○若者の可能性を引き出す居場所や機会の充実 

○自己肯定感とそれらを支える周囲の理解や意識向上 

○経済的な困難への支援充実 

若者の健全育成と 

社会的自立への支援 
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第３章 基本目標と基本方針 

１ 基本目標 

 

墨田区若者計画は、墨田区こども計画の基本理念のもと、めざす姿「こどもまんなかすみだ

の実現」に向けて、こども大綱を踏まえ、基本目標を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画においてはこの「社会的自立」を、「自己表現ができる、あるいは自己肯定

感を高めることができる場所や機会を得て、ウェルビーイングを生涯にわたって持

続させること」と定義付けます。 

 

ウェルビーイングとは「個人や社会の良い状態」のことですが、こども大綱では、

「身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態」とさらに踏み込んで表現

しています。そして、その状態は、一人ひとり千差万別のものです。 

 

社会的自立を果たした若者は、そうしたことを踏まえた上で、社会で多くの人と

関わり合いながら、自分の意思を持って目標を達成でき、よりよい社会を形成して

いく一員として、あるいはよりよい自分自身を追求していく個人として、暮らし続

けている状態となっています。 

 

 

 

 

  

≪基本目標≫ 

全ての若者が社会的自立を 

果たすことができている 
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２ 基本方針 

 

基本目標「全ての若者が社会的自立を果たすことができている」社会の実現に向けて、4つの

基本方針を掲げ、若者施策を展開していきます。 

 

 

 

［方向性］ 

（１）基本的な生活習慣の形成 

（２）健康づくりやスポーツ活動の推進 

（３）心身の健康保持の支援 

 

 

 

［方向性］ 

（１）多様な居場所づくりや体験の機会の充実 

（２）若者の地域活動や社会参加の推進 

（３）職業的自立の支援 

 

 

 

［方向性］ 

（１）障害のある若者への支援 

（２）若年無業者（ニート）・ひきこもり対策 

（３）生活困窮家庭や若者の貧困の対策 

（４）若者の自殺対策 

（５）さまざまな悩みを持つ若者に対応した支援 

 

 

 

［方向性］ 

（１）非行・犯罪への対策 

（２）社会全体で若者を見守る仕組みの充実 

（３）若者が安全安心に暮らせる環境づくり 

（４）若者への積極的な情報発信・情報共有 

  

若者の豊かな人間力と社会を生き抜く力の育成を応援します 基本方針２ 

若者の健やかな成長に向けた支援を推進します 基本方針 1 

若者一人ひとりの状況に応じた支援を推進します 基本方針３ 

若者の健全育成と自立を支える環境づくりを推進します 基本方針４ 
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■基本目標に対する基本方針の関係イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

若者の健全育成と自立を支える環境づくりの推進

若者の健やかな成長に
向けた支援

豊かな人間力と
社会を生き抜く力の育成

への応援

若者一人ひとりの
状況に応じた支援

若者の健全育成

全ての若者の社会的自立

成長を通して

（基本方針１） （基本方針２） （基本方針３）

（基本方針４）
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３ 施策を推進する視点 

 

昨今の若者を取り巻く現状を背景に、ひきこもりやニート対策、インターネットトラブルや

身近に迫る犯罪への対策のほか、一人ひとりの成長を通じて社会的自立につなげるための、若

者の居場所やチャレンジできる場と機会の創出、さらには、若者を支える大人や地域社会の理

解促進、自立に向けた経済的支援等が重要課題となっています。 

そこで、全ての若者の社会的自立をめざすため、健康づくりや豊かな人間性の醸成など、若

者の健全育成の視点がまず必要です。 

加えて、それら若者の健全育成を図るための、多様な体験や交流、活動できる場と機会の充

実、そして、若者のチャレンジを見守り、支える周囲の理解向上や意識醸成が重要となります。 

本計画では、基本目標の実現に向けた基本方針及び施策を推進していく上で、以上の視点を

持って進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

若者の健全育成の
推進

若者の多様な体験・活動
を促す“場”や“機会”
の充実、仕組みづくり

若者の健全育成と自立を
支え合うための

理解促進と意識醸成
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１

若者の健やかな成長に向
けた支援を推進します

基本方針２

若者の豊かな人間力と社
会を生き抜く力の育成を
応援します

基本方針３

若者一人ひとりの状況に
応じた支援を推進します

全
て
の
若
者
が
社
会
的
自
立
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
る

基本目標 基本方針 取組の方向性

施策推進
の視点

若者の健全育成
の推進

若者の多様な体験・
活動を促す

“場”や“機会”の
充実、仕組みづくり

若者の健全育成と自
立を支え合うための
理解促進と意識醸成

（１）基本的な生活習慣の形成

（１）多様な居場所づくりや体験の機会の充実

（１）障害のある若者への支援

（２）健康づくりやスポーツ活動の推進

（３）心身の健康保持の支援

（２）若者の地域活動や社会参加の推進

（３）職業的自立の支援

（２）若年無業者（ニート）・ひきこもり対策

（３）生活困窮家庭や若者の貧困の対策

（４）若者の自殺対策

（１）非行・犯罪への対策

（２）社会全体で若者を見守る仕組みの充実

（３）若者が安全安心に暮らせる環境づくり

（４）若者への積極的な情報発信・情報共有

（５）さまざまな悩みを持つ若者に対応した支援

基本方針４

若者の健全育成と自立を
支える環境づくりを推進
します
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第４章 基本目標の実現に向けた取組 

 

基本方針１ 若者の健やかな成長に向けた支援を推進します 

 

 

現状と課題 

 

○ 食や生活に関する価値観やライフスタイルの多様化が進み、利便性、簡便性が求められる

一方、朝食欠食や不規則な食事などが原因と考えられる生活習慣病の増加が問題となってい

ます。令和 6 年度墨田区若者実態調査（以下「実態調査」という）においても、週 4 日以上

朝食を欠食する割合が 30.8％と前回調査時より増えているとともに、区平均 21.7％（「健康」

に関する区民アンケート調査(令和 2年 3月)）から大きく上回っています。 

「健康」に関する区民アンケート調査によると、食育に対する認知は、全体(57.8％)に対

して特に 20 代男性が低く(36.0％)なっています。 

食に関する知識を身に付け、健全な食生活を実践することにより、生涯にわたって「食べ

る力」を「生きる力」へと育むことが重要です。また正しい食習慣とともに、ストレスやラ

イフスタイルの乱れからくるリスクについても正しく理解する必要があります。 

 

○ 「健康」に関する区民アンケート調査によると、1日 30 分以上の汗ばむ運動に対して、20

代男性では最低 1日以上運動をしている割合が 5割以上となっている一方で、20 代女性は運

動していないが 7割以上となっており、女性の若者の運動不足の傾向がうかがえます。 

若者の健やかな成長には、性別や年齢・障害の有無などに関わらず参加できるスポーツや

地域の活動を通じて、体の健康はもちろん、心の健康増進、さらに他者との交流体験を重ね

ることでのさまざまな感情を味わい、心身ともに成長していくことが重要です。 

 

○ 若者たちにとって、ＳＤＧｓ17 の目標にもある「ジェンダー平等」は、より身近な社会問

題となっています。日本労働組合総連合会の調査によるとＺ世代の約 9 割が社会課題に関心

があると答え、その中でも「ジェンダーにもとづく差別」は上位になります。社会における

性的マイノリティの生きづらさは、日常的な違和感をはじめ、自身の自己肯定感を低くする

要素となる可能性もあることから、ライフプランやアイデンティティへの不安にもつながっ

ています。今後、社会の仕組みの変化と、若者の意識や行動の相乗効果が、ジェンダーギャ

ップの解消につながっていくことが期待されます。 

 

 

  

若者の健やかな成長に向けた支援を推進します 基本方針 1 
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（１）基本的な生活習慣の形成 

・ 「みんなが笑顔で楽しい食環境を通じて豊かな人生を送る」ことを目標に、ライフステ

ージに合わせた食育事業を実施します。 

・ 健康づくりに対する知識の普及や、健康管理・生活習慣病予防に役立てるための検診を

実施します。 

 

【計画事業】 

◇食育の推進［事業番号 37］ 

◇食育推進事業［事業番号 38］ 

◇栄養指導［事業番号 39］ 

◇健康診査［事業番号 265］ 

 

 

（２）健康づくりやスポーツ活動の推進 

・ スポーツを通じて、健康的な体づくりはもちろん、ストレスの軽減、自己肯定感の向上、

集中力や注意力の醸成、チームワークや社交性の発展、忍耐力と向上心の養成など、心の

健康増進も促します。 

 

【計画事業】 

◇健康づくりのための普及啓発［事業番号 40］ 

◇区立スポーツ施設整備運営事業［事業番号 41］ 

◇スポーツ振興事業［事業番号 45］ 

◇区民健康スポーツデー［事業番号 46］ 

◇総合型地域スポーツクラブ自立支援［事業番号 47］ 

◇健康づくりのための環境整備［事業番号 63］ 

◇スポーツ推進委員の活動［事業番号 143］ 

 

 

（３）心身の健康保持の支援 

・ 性別を理由に不自由することなく、自分の存在を誇りに思うことができ、また他者と互

いに尊重し合える人間性を育みます。 

 

【計画事業】 

◇男女共同参画に関する各種啓発の取組［事業番号 49］ 

◇若年層に向けた男女共同参画意識の醸成［事業番号 70］ 

◇リプロダクティブヘルス推進事業［事業番号 71］ 
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基本方針２ 若者の豊かな人間力と社会を生き抜く力の育成を応援します 

 

 

現状と課題 

 

○ 令和 5 年度の「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」において、協調的幸

福感の幸福度は、日本では 13～15 歳が最も高く、年齢があがるにつれて低下し、25～29 歳の

群で最も低くなるという結果が出ています。また、いずれの年齢層でも自己肯定感との相関

が最も高いことから、人生で行っていることへの価値を感じるかどうかが、生活満足度や将

来の展望などの価値につながることがうかがえます。 

実態調査によると、若者の自由な時間を過ごす場所としては自分の家のほか、カフェや飲

食店、商業施設が主となっている中、求める居場所としては、行きたいときに行ける、のん

びりできる、自由に過ごせる、やりたいことにチャレンジできる、といったものが多く挙げ

られています。 

そのため、若者が安定した居場所を持ち、自分の将来を切り拓
ひら

くことができると感じられ

る環境づくり、さらには、社会関係や価値観を育む場や機会が大切になります。若者それぞ

れがサポートを受けながら、仲間をつくり、将来への意欲を育むことができる機会、また多

様性を認識する場の機会をつくることが求められています。 

 

○ 実態調査において、実際に参加している、または参加してみたい地域活動について「祭り

などの文化行事・イベント」が 37.5％、「文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加」が

25.1％となっている一方で、「参加していない・したくない」が 40.3％となっています。また、

地域活動に多くの人が参加するために必要なこととしては、「気軽に参加できること」「活動

内容の魅力化」「負担が少なくできること」などが上位に挙げられています。地域コミュニテ

ィの活性化に対しても、若者が地域活動へ参加しやすい仕組みづくりが求められています。 

 

○ 非正規や定収入が見込めない若者が増え、自身を取り巻く環境が不安定で、賃金がなかな

か上がらない経済状況を生きている若者も少なくありません。その反面、少子高齢化により

労働力の減少が見込まれる中で、若者が社会の担い手として活躍することも求められていま

す。若者の就労や社会貢献に対する意識や能力を育み、自己の職業適性や将来の設計につい

て主体的に考えられるようにするなど、次代を担う若者を望ましい雇用環境へ導く必要があ

ります。こうした現状を踏まえ、職業的自立に必要な能力・態度を身に付けるようキャリア

教育・職場体験などの学習活動を行うとともに、個人の資質や能力に応じた就労ができるよ

う支援していくことが求められています。 

 

  

若者の豊かな人間力と社会を生き抜く力の育成を応援します 基本方針２ 
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（１）多様な居場所づくりや体験の機会の充実 

・ 各種団体との連携を図り、若者の居場所やさまざまな体験・活動の機会づくりを推進し

ます。 

 

【計画事業】 

◇こどもの居場所ネットワークづくり［事業番号 43］ 

◇地域福祉プラットフォーム事業［事業番号 54］ 

◇起震車による地震体験［事業番号 172］ 

◇すみだ生涯学習センター事業［事業番号 174］ 

◇自主グループ等への支援［事業番号 245］ 

◇地域力育成・支援事業［事業番号 268］ 

 

 

（２）若者の地域活動や社会参加の推進 

・ 地域活動や選挙など、社会参加の機会と情報を提供し、若者の社会参加を促進します。 

・ 地域の大人を交えた活動、清掃や防災をはじめ、ボランティアなどへの参加を通じて、

コミュニティとしての意義や役割、社会に参加するためのスキルや他者との交流する力を

育みます。 

 

【計画事業】 

◇すみだまつり・こどもまつり［事業番号 48］ 

◇クリーンキャンペーン［事業番号 173］ 

◇夏体験ボランティア事業［事業番号 242］ 

◇学校のボランティア活動普及事業［事業番号 243］ 

◇ボランティア推進事業［事業番号 246］ 

◇ボランティアセンターの活動［事業番号 247］ 

◇はたちのつどい［事業番号 269］ 

◇若年投票立会人［事業番号 270］ 

◇若年啓発グループ［事業番号 271］ 
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（３）職業的自立の支援 

・ 東京都やハローワーク墨田と連携し、若者の雇用・就労の促進を図ります。また、セミ

ナーやスキルアップの機会の環境整備に努めます。 

・ 若者の生活困窮者の自立促進を図ります。 

・ 安定した職業生活支援のため、若者と企業のマッチングの機会の提供等、必要な支援を

行います。 

 

【計画事業】 

◇就職・仕事カウンセリングルームの運営［事業番号 58］ 

◇若者や子育て世代等の女性などに対する就労支援［事業番号 62］ 

◇総合防災教育［事業番号 144］ 

◇被保護者自立促進事業（就労支援費）［事業番号 272］ 

◇住居確保給付金の支給［事業番号 273］ 

◇就職支援コーナーすみだ［事業番号 274］ 

◇（仮称）すみだ企業・求人マッチング支援サイトの運営［事業番号 275］ 

◇求職者支援訓練［事業番号 276］ 

◇職業訓練受講給付金［事業番号 277］ 

◇若年者の安定雇用の推進に繋がる各種助成金（国）［事業番号 278］ 

◇合同就職面接会等の開催［事業番号 279］ 

◇人材確保プロモーション支援事業［事業番号 280］ 

◇人材確保・就職支援コーナー［事業番号 281］ 

◇ヤング相談コーナー［事業番号 282］ 

◇ヤング相談コーナーにおける他機関への紹介［事業番号 283］ 
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基本方針３ 若者一人ひとりの状況に応じた支援を推進します 

 

 

現状と課題 

 

〇 現在の日本においては、コロナ禍を経てさらに社会の環境（技術的・経済的・労働環境等）

の変化は加速しています。その中で、ひとり親世帯や若者の貧困、ニートやひきこもりなど

の若者の自立をめぐる問題は依然として深刻化が進行しています。 

また、ＳＮＳの広がりの負の側面として、有害情報の氾濫や、闇バイトや薬物などの違法

行為に巻き込まれることなどの新たな問題が生まれていることから、若者をめぐる環境は悪

化しています。そのような現状に対しては、これまでの取組を継続しつつ、新たな視点やよ

り踏み込んだ問題意識に基づいて、若者やその家族の状況を具体的に認識し、それぞれの課

題に適切に届く支援を行っていくことが重要です。 

 

○ 発達の課題や障害がある若者が、意欲をもって、社会の中で周囲の人との継続的な関係を

築き、自立していくためには、各家庭の状況や個人の特性を踏まえた相談支援体制を充実さ

せ、支えていくことが重要です。そのために、発達段階や障害の性質に応じた教育環境の整

備や、能力に応じた就労支援・就労環境の向上を行っていく必要があります。また、発達の

課題や障害のある若者が地域社会へ参加し、包摂されるための理解促進や、若者の状況に合

わせた適切な教育環境を家族が選択していくための支援についても行っていく必要がありま

す。 

 

〇 ひきこもり対策として、墨田区では「ひきこもりに関する専用相談窓口」のほか、令和 5年

11 月にはひきこもり支援専用ウェブサイト「すみ家」を開設して、ひきこもりで悩む当事者

や家族からの相談を受け、解決に向けた伴走支援を進めています。一方で、実態調査では、

ひきこもり群は 13.6％となっており、趣味や買い物を除き外出をほとんどしない割合は増加

傾向にあります。コロナ禍の影響もあり、またそれ以前から存在している問題による影響で

ひきこもり状態にいる人は多く、それが長期にわたることもあります。ひきこもりの原因と

なっている困難や生きづらさを解消していくことが必要であり、居場所や相談できる・助け

てくれる人、機関と結び付ける体制を強化していくことが重要です。 

若年無業者（ニート）においても、その数は増加傾向にあります。困難や生きづらさを抱

えているすべての若者に、気軽に相談できる場や人とのつながりを持てる場を確実に提供す

るとともに、若者がより社会参画できるような取組を進めていく必要があります。 

 

  

若者一人ひとりの状況に応じた支援を推進します 基本方針３ 
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〇 若者が犯罪・非行に巻き込まれることは、貧困や家庭環境による発達・発育への影響など

の構造的で環境的な問題が解消されない限り、抜本的な解決にはつながりません。また、個々

人が持つデジタルデバイスを通じて犯罪者や犯罪組織、またはそれに類する人物・集団と関

わりを持つ例が増加していることから、それらのつながりやその契機を把握し、阻止するこ

とは、より難しくなっています。 

そのような状況においては、若者における犯罪・非行がほかの諸問題と深く関係している

ことを認識するとともに、意識醸成や啓発活動を行うこと、個別の問題に対処していくこと

が必要です。また、より簡単に犯罪・非行に巻き込まれうる現在においては、居場所の支援

や地域社会とのつながりをつくることでの予防、関わった若者への社会復帰支援の取組が求

められます。 

 

○ 単身世帯・ひとり親世帯の増加や雇用・就業構造の変化などによって、生活していくこと

が困難な世帯が増加しており、生活の困難から抜け出すことができない「貧困の連鎖」とい

う課題があります。 

実態調査において、区の若者施策に求めることとして、居場所の提供に次いで、経済的困

難への支援(34.1％)、が上位となっており、若者への経済的支援は課題の一つとなっていま

す。 

これらの課題に対して、関係機関の協力により包括的に対処していくことが求められます。

また、若者それぞれの状況に応じた適切な方法をもって、それらに対処していくことが必要

です。 

 

〇 言語的な障害の有無や国籍・在留資格、家庭環境・所得など要因はさまざまですが、外国

にルーツを持つ若者の増加や、異性愛規範や男女二元論が相対化され、それらに対して違和

感を表明したり帰属意識を持たなかったりする人の声が徐々に尊重されるようになってきて

います。そのような若者への支援が特別必要なくなるまでは、一人ひとりに向き合い声を聴

くきめ細かな支援と、それらを取り巻く周囲の人々や地域、社会への働きかけが求められま

す。 

 

 

  



Ⅲ-41 

（１）障害のある若者への支援 

・ 障害のある若者が社会の中で就労し生活していくために、基本的なルールや協調性を身

につけるためのプログラムを実施します。 

・ 就労の環境や工賃を向上させることで継続的な就労を促し、社会の中での自立できるプ

ロセスを整備していきます。 

・ 経済的に困窮している家庭に対して、助言や経済的な支援、就労への支援も行っていき

ます。 

 

【計画事業】 

◇自立支援医療（精神通院）の支給［事業番号 51］ 

◇障害児福祉手当［事業番号 147］ 

◇児童育成手当（障害）［事業番号 148］ 

◇特別児童扶養手当［事業番号 149］ 

◇すみだ教室の実施［事業番号 266］ 

◇就労継続支援事業［事業番号 284］ 

◇すみだ障害者就労支援総合センター［事業番号 285］ 

◇墨田区福祉作業所ネットワーク KAI［事業番号 286］ 

 

 

（２）若年無業者（ニート）・ひきこもり対策 

・ 若年無業者（ニート）やひきこもり、その周囲の人が、それぞれの苦労を話す場を設け

ることで、問題や課題を明確にし、支援につなげていきます。 

・ 無業状態やひきこもり状態を解消し、自立を促していくために、就労意欲を喚起し、そ

の人に合った職や働き方と結び付けるための支援を行っていきます。 

 

【計画事業】 

◇ひきこもり支援推進事業［事業番号 44］ 

◇社会参加促進事業［事業番号 287］ 
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（３）生活困窮家庭や若者の貧困の対策 

・ 若者の健全な生活を支えるため、生活困窮家庭や貧困を抱える若者への各種支援を行い

ます。 

 

【計画事業】 

◇特定自転車駐車場の使用料減額［事業番号 145］ 

◇特定自転車駐車場の優先当選［事業番号 146］ 

◇墨田育英会事業［事業番号 267］ 

◇生活困窮者自立支援事業［事業番号 288］ 

◇生活困窮者家計改善支援事業［事業番号 289］ 

◇生活困窮者就労準備支援事業［事業番号 290］ 

 

 

（４）若者の自殺対策 

・ さまざまな悩みの相談窓口や周囲の気づきから若者の自殺防止の取組を図ります。 

 

【計画事業】 

◇ゲートキーパー研修［事業番号 291］ 

◇すみだ こころと生活の相談窓口［事業番号 292］ 

 

 

（５）さまざまな悩みを持つ若者に対応した支援 

・ 外国にルーツをもつ若者たちが社会の中で生きていくにあたっての障害になっているも

のについて、非日本語で相談できる窓口を設けることで解決を図っていきます。 

・ 個別的支援が必要な若者やその周囲の人が相談できる窓口を設け、話を聞き適切なアド

バイスを行うとともに、関係機関と連携を図ることで適切な支援につなげていきます。 

・ 個別的支援が必要な若者が自立していくために、その前段階としてカウンセリングやセ

ミナー、ボランティア体験など、さまざまなプログラムを実施していきます。 

 

【計画事業】 

◇母子・父子、女性、家庭相談［事業番号 50］ 

◇各種相談の実施［事業番号 52］ 

◇性的マイノリティの人の人権等様々な人権問題に関する啓発［事業番号 53］ 

◇こども・若者への見守り支援［事業番号 55］ 

◇外国語相談［事業番号 72］ 

◇思春期相談・思春期講演会［事業番号 244］ 
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基本方針４ 若者の健全育成と自立を支える環境づくりを推進します 

 

 

現状と課題 

 

○ 少子高齢化や核家族化等の影響により家族のあり方が変わるとともに、地域社会のつなが

りも弱まり、地域社会における人間関係の希薄化は、地域活動への参加意識を弱めるなど、

地域力低下の要因となっています。さらにコロナ禍を経て、インターネットやＳＮＳの普及

によりオンラインでの人間関係が進む一方で、リアルなコミュニケーションの困難や人との

つながりを感じづらく、不安や孤独感に苛
さいな

まれている若者も少なくありません。区内の関連

団体との連携や協働により、このような若者の悩みに寄り添いながら若者を見守り、健全育

成を支援する仕組みをつくることが求められています。 

 

○ 若者が巻き込まれるような性犯罪やインターネットを使った事件が後を絶たず、薬物乱用

の低年齢化も憂慮されており、若者たちを犯罪被害から守るための取組や薬物乱用の防止に

向けた取組のさらなる充実が求められています。 

 

○ まちの環境や治安、日々の生活環境を守り、住みよいまちにすることは、若者たちを犯罪

から守るだけでなく、地元愛を育み、地域とのつながりを強め、その循環が若者たちの人間

性をより高めることにもつながっていきます。 

 

 

 

  

若者の健全育成と自立を支える環境づくりを推進します 基本方針４ 
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（１）非行・犯罪への対策 

・ 健全な成長を促し、非行や犯罪へ関わることを予防するために関係機関・団体と連携し、

意識の醸成や周知の活動を行っていきます。 

・ 予防だけでなく、罪を犯した若者が社会に復帰できるようにするために、保護観察や生

活環境の調整を行うほか、その若者を取り巻く周囲の区民の理解と協力を得るための啓発

活動を行っていきます。 

 

【計画事業】 

◇墨田区青少年非行・被害防止強調月間［事業番号 248］ 

◇更生保護活動［事業番号 249］ 

◇社会を明るくする運動［事業番号 250］ 

 

 

（２）社会全体で若者を見守る仕組みの充実 

・ 若者の健やかな成長を多面的にサポートするため、地域に根差した団体やその連携によ

るネットワークなどの仕組みづくりを通じて若者を社会全体で見守ります。 

・ 地域で若者の非行防止や健全育成を推進し、支える人材を育成するなど、活動団体の支

援を行います。 

・ さまざまな媒体を使った方法での情報提供やライフステージに合わせた相談支援を図り

ます。 

 

【計画事業】 

◇家庭と地域の教育力充実事業［事業番号 42］ 

◇民生委員・児童委員活動［事業番号 56］ 

◇協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業［事業番号 57］ 

◇ワーク・ライフ・バランス推進事業［事業番号 73］ 

◇青少年問題協議会の運営［事業番号 150］ 

◇地域教育懇談会［事業番号 251］ 

◇青少年委員活動の推進［事業番号 252］ 

◇青少年育成委員会活動への支援［事業番号 253］ 
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（３）若者が安全安心に暮らせる環境づくり 

・ 犯罪発生の抑制や治安の向上、道路のバリアフリー化や通行空間の整備など、安全安心

なまちづくりを推進します。 

 

【計画事業】 

◇防犯パトロールカーによる巡回［事業番号 59］ 

◇交通安全普及啓発［事業番号 60］ 

◇公園等新設・再整備事業［事業番号 64］ 

◇トイレ改築事業［事業番号 65］ 

◇道路バリアフリー整備事業［事業番号 66］ 

◇歩行者・自転車通行空間再整備事業［事業番号 67］ 

◇すみだ良質な集合住宅認定制度［事業番号 68］ 

◇子育て世帯等定住促進事業［事業番号 74］ 

◇住宅修築資金融資あっせん［事業番号 75］ 

 

 

（４）若者への積極的な情報発信・情報共有 

・ さまざまな若者向けの取組や機会などの情報が広く若者に届くよう、多様な手法を用い

て積極的に情報発信を行います。 

 

【計画事業】 

◇危機情報のメール配信［事業番号 61］ 

◇各種広報媒体による情報発信［事業番号 69］ 
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